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1且 年金給付(相談)事務に関するお知らせ

O 【品管指2013-60】 【給付指2013-78]

【参考】

「年金額改定通知書等の同封化(複数年金受給者対応)Jの実施

及び年金振込通知書の送付時期等(指示・依頼) . .・・・・・・・・・ 2

※今後の年金額改定通知書等の同封化は、平成25年11月随時及び12月定期支払

を予定しています。 4頁の対応予定をご覧ください。

振込通知Q&A (日本年金機構HPより) ・a ・・・・・・・・・・・・・・・・・ a ・・・・・ 7

※10月定期支払期から、介護保険料等の特別徴収額が変更となるため、変更のあ

った方に振込通知書を送付いたします。お客様からの支払額変更に伴うお問い

合わせ等にご活用下さい。なお、特別徴収の詳細については「つうしん平成24
年11月号」をご参照下さい。

O 【給付指2013-65】 「受診状況等証明書」及び「受診状況等証明書が添付できない申立書」
の使 用 (指示・依頼)・・冒・・・ a ・..・ 13 

0 【給付情2013-49]国民年金・厚生年金保険障害認定基準

の一部改正に係る認定事例(情報提供) ・・・・・・ 2 ・・・・・・ 27

O 【給付情2013-52】障害認定基準及び診断書等の
日本年金機構ホームページ掲載(情報提供ト・.. . . . . . . . 43 

O 【給付情2013-59】 【業管情2013-1】※成年後見人等の事務移管にかかる

事前意見照会に対する回答(情報提供) ・・・・・・・・・ 46

【参考】

所得 状況届(連名簿)等の処理スケジュール・・・・・・. . 7 1 

※現在、各事務セン告ーで行っている20歳前障害や障害福祉年金から移行した障害基礎年金(及び、

老齢福祉年金、特別障害給付金)につきましては、前年所得額に基づき、一部又は全額を停止す

ることとされています。

この作業スケジュールを掲載しますので、お客様や市区町村役場からお問い合わせのあった際に

ご参照ください。



文書区分

喜霊 童書 緊急

平成 25年 5月28日

品管指 2013-60

給付指 2013-78

「年金額改定通知書等の同封化(複数年金受給者対応)Jの実施

及び年金振込通知書の送付時期等(指示，依頼)
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本部関係部

年金相談部、基幹システム開発部、業務管理部、障害年金業務部、支払部、業務渉外部

旦盟二盤量

複数の年金(老齢、障害、遺族等)を受給する者(以下「複数年金受給者』という。)に係る年金額改

定通知書(以下「改定通知書』という。)等の同封化の実施及び年金振込通知書の送付時期等についてお

知らせするものです。

aポイント(肉容)

|1 .年金額改定通知書等の同封化|

(1) 背景・目的

O 年金額改定が行われた際には毎年6月に受給者宛てに改定通知書等を送付しています。このう

ち、複数の年金(老齢、障害、遺族)を受給する者については、制度ごとに改定通知書等が別々

に送付されていることから、「同時期に通知書が別々に届いたが、内容がわかりにくいJ、「郵送経

費の削減を図るべきではないか」等の意見が寄せられています。

O このため、通知書等に関する意見募集を取りまとめた、平成23年B月18日【品管情2011-109]

『「お客様向け文書等の廃止・統廃合1 の対応状況~ (情報提供)に基づき、今般、改定通知書等

の同封化のシステム開発により郵送経費の節減やサービス改善を図ります。

(2 ) 実施概要

毎年6月に受給者宛てに送付している改定通知書等のうち、複数年金受給者に係る改定通知書及び

年金振込通知書(以下「振込通知書』という。) (一体型の統合通知書も含む。)をハガキ形式から紙

形式にすることにより同封化し、極力まとめて 1通の封筒で送付します。

※ 一部、送付パ告ーンにより 2通となるケースがあります。

※ 単独の年金の場合は従来どおりハガキ形式で送付じます。

内，‘



(3) 対象者

複数年金受給者のうち、複数年金の送付先の登録が同一である者

※複数年金受給者数(約650万人)

(4 ) 対象通知書

①年金額改定通知書(複数年金受給者分)

②年金振込通知書(複数年金受給者分)

※ 統合通知書も含みます

(5 ) 実施時期(別紙 1参照)

年金額改定実施後の初回支払月 ・・・ 原則毎年5月随時及び6月定期

※平成 25年度は5月随時は実施しません。

O 平成 25年度4月-9月の聞は年金額改定が行われないことから、平成25年6月定期は改定通

知書及び統合通知書が送付されません。

このため‘平成25年6月定期は振込通知書の問封化のみ行います。

O 特例水準の解消により平成25年 10月から年金額改定が行われることから、平成25年 11月

随時及び 12月定期に改定通知書が送付されます。

このため‘平成25年 11月随時及び 12月定期は改定通知書及ぴ握込通知書(統合通知書も含

む。)の同封化を行います。

(6 ) 様式(別紙2参照)

-送付状、娠込通知書

(7) 送付パ9ーン(参考参照)

|2 年金振込通知書の送付時期等|

平成 25年6月送付の年金振込通知書については、上記 1の同封化送付分と、従来どおりの単独送

付分(ハガキ形式:レイアウトは別紙3) を区分して送付いたします。

O 発送日

同封化送付分・・・・・平成25年6月6日

単独送付分・・=平成25年6月6日-8日で分散発送いたします。

※ 一部の年金振込通知書(旧船員保険年金分、単一の地方公務員共済年金分など)については、

平成25年6月6日に発送いたします。

※ 地域ごとの具体的な件数等は確定次第、情報提供いたします。
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複数年金受給者に係る同封化対応予定 〈別紙1)

-平成25年度〈改定予定:特例水準の解消:10月〉

改定通知

振込通知

非該当

O 

圃平成26年度〈改定予定:特例水準の解消 :4月〉

--薗田町1_1

統合通知

改定通知

振込通知

O 

O O 

-平成27年度〈改定予定:特例水準の解消 :4月〉

振込通知

O 

O 

O 

O 

:0同封化対応予定

L一一 一一一一ーー

※平成26年度以降は5月 f随時】ち問明化シス子ム対応。
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院通知Q&A(機構HiPより)，j

【送付について】

Q1.年金振込通知書というハガキ(または封書)が届きましたが、何の連絡で

すか。

A 年金振込通知書は、平成 25年6月からの各支払期の年金振込額をお知らせ

するものです。

なお、今回は2つ以上の年金を受けている方には、年金種類ごとの年金振込通

知書を封書でお届けしております。

Q2. 年金振込通知書が届きません。いつ発送していますか。

A平成 25年6月6日から発送を開始しています。なお、発送は特割または特特

害1) (注)で行っております。

(注)特害1)...3日程度の送達猶予を承諾した郵便物

特特割…7日程度の送達猶予を承諾した郵便物

Q3 年金振込通知書は、年金支払月に必ず送付されますか。

A平成 25年6月に年金振込通知書(年 1回の通知Jを送付した後に振込額や振

込口座に変更がなければ、平成 25年 12月まで年金振込通知書は送付されませ

ん。(年金振込通知書が送付されない月でも年金は支払われます。)

平成25年度においては、平成25年 10月分以降の年金額の改定(平成 25年 12

月にお支払する分から、 4月分-9月分までの額からマイナス 1.0%の改定を予

定)が行われることから、すべての年金受給者の方に、改めて年金額改定通知

書および年金振込通知書をお送りする予定です。

-7-



04目 年金は2ヶ月に一度支払われるが、年金振込通知書に記載されている支払

額を 6倍しでも年金額と一致しないのはどうしてですか。

A 1回の支払額は年金額を 6で割り、金額に端数が生じた場合は、法律に基づき

1円未満の端数を切り捨てる処理が行われています。そのため、年金額と一致し

ないことがあります。 また、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けている方につ

いては、それぞれの年金額を 6で劃り、 1円未満の端数を切り捨てた上で合計し

ています。

05目 振込月が6月からとなっているのはどうしてですか。

A年金の支払は後払いとなっており、年度の最初となる 4月分のお支払いが 6

月となるためです。

4、5月分司6月支払 6、7月分 司8月支払

8、9月分司10月支払 10、11月分司12月支払

12、1月分司2月支払 2、3月分 骨 4月支払

06. 今回届いた年金振込通知書を年金額の証明として使うことはできますか。

A年金支払額が明記されていることから、証明として使用することが可能かど

うか提出先に確認してください。

日7 年1回の年金振込通知書は、年度の最初の4月の年金支給時に送付すべき

ではないですか。

A年度の最初となる 4月分の年金は 6月に支給されます。 6月が年度の最初の月

分の振込月となることから、 6月に年金振込通知書を送付することとしています

-8ー



Q8.今回の年金振込通知書で、平成 25年 10月支払期までの振込額のお知らせ

となっているのは、なぜですか。

A 平成 25年度においては、平成25年 10月分以降の年金額の改定(平成25年

12月にお支払する分から、 4月分-9月分までの額からマイナス 1.0%の改定を

予定)が行われます。したがって、平成 25年 12月支払期以降の振込額等につ

いて、改めて 12月に年金額改定通知書および年金振込通知書をお送りする予定

です。

Q9 年金振込通知書に記載されている金額は必ず受け取れますか。

A年金振込通知書に記載されている金額は、現時点での予定額です。各支払期

において支払額に変更があった場合は、その都度、年金振込通知書を送付しま

す。

なお、平成 25年度においては、平成25年10月分以降の年金額の改定(平成25

年 12月にお支払する分から、4月分-9月分までの額からマイナス1.0%の改定

を予定)が行われることから、改めて 12月に年金額改定通知書および年金振込

通知書をお送りする予定です。

【再発行について】

Q10. 年金振込通知書を無くしてしまったのですが、再発行はできますか。

A rねんきんネット』のユーザ IDを取得していただいてる方は、 「ねんきんネ

ットJで電子版『年金振込通知書」の確認及び印刷ができます。詳しくは、 「ね

んきんネット」の『年金の支払いに関する通知書の確認Jをご覧ください。

「ねんきんネット」のユーザ ID取得方法については、三主主をご覧ください。

年金振込通知書の再発行については、ねんきんダイヤル及び年金事務所等で受

け付けています。

-9-



(注)

ねんきんダイヤル等で依頼する場合は、基礎年金番号を用意してから電話をお

掛けください。

その際、本人の氏名、生年月日、住所を確認させていただきますのでご協力を

お願いいたします。

また、本人以外の方からの依頼の場合には、よ記に加えて、電話をされた方の

氏名、生年月日、本人との続柄、電話番号を確認させていただき、日本年金機

構に登録されている本人の住所宛に郵送いたします。

。11. 振込通知書を無くしてしまったのですが、なるべく早く再発行してもら

うためにはどうすればいいですか。

A rねんきんネット』のユーザ lDを取得していただいてる方は、 「ねんきんネ

ット」で電子版「振込通知書』の確認及び印刷ができます。詳しくは、 「ねん

きんネット」の「年金の支払いに関する通知書の確認」をご覧ください。 rね
んきんネット」のユーザ lD取得方法については、三主主をご覧ください。

振込通知書の再発行については、お近くの年金事務所または街角の年金相談セ

ンターで相談してください。原則として、来訪していただければ即日再発行す

ることが可能ですが、後日郵送により送付させていただく場合もあります。

。12. 今年の振込通知書が届きましたが、過去の振込通知書を再発行すること

はできますか。

A rねんきんネット」のユーザ!日を取得していただいてる方は、 「ねんきんネ

ット」で電子版「振込通知書」の確認及び印刷ができます。 rねんきんネット』

では、直近のものだけでなく、過去 1年以内に発行された振込通知書(※)に

ついても確認及び印刷が可能です。※平成 24年5月以前に発行された通知書を

除きます。 詳しくは、 「ねんきんネット」の「年金の支払いに関する通知書

旦量量」をご覧ください。

「ねんきんネット」のユーザlD取得方法については、三主J与をご覧ください。

振込通知書の再発行は直近のものに限り再発行ができます。過去の振込通知書

を再発行することはできません
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【記載されている金額について】

013. 振込通知書に記載されている特別徴収額(介護保険料、後期高齢者医療

保険料、国民健康保険料など)の金額が急に高額になったのはどうしてですか。

A介護保険料等の特別徴収されている金額については、市区町村で決定してい

るものですので、市区町村の担当窓口にお問い合わせ願います。

014. 税金が急に高くなったのはどうしてですか。

A年金から差し引かれる税金(所得税および復興特別所得税)は、所得税法の

規定により、支払う年金額から各種控除を行い、残りの額に 5.105%の税率を掛

けた額となります。

年金から各種の控除を受けるためには、年金を受けている方にお送りしている

扶養親族等申告書に必要事項を記入して、提出期限までに出していただくこと

になっております。

ただし、扶養親族等申告書を提出されていないときは、年金の支給額から 25%

に相当する公的年金等控除額を差し引いた額の 10.21%が所得税および復興特

別所得税となります。

昨年と比べて急に高額の税金が徴収されている場合、扶養親族等申告書の到着

確認ができていない可能性があります。

個別に原因を確認したい場合は、ねんきんダイヤルまたは年金事務所等にお問

い合わせください。

。15. 介護保険料についても後期高齢者医療保険料や国民健康保険料と同様に、

年金からの引き落としをやめることはできませんか。

A介護保険料の年金からの特別徴収については、ご本人様のご希望により特別

徴収を中止することはできません。
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【その他】

。16.年金を担保に融資を受けているため、振込通知書は送付されないとのこと

ですが、振込通知書の再交付、または年金額の証明となるものの発行はできま

すか。

A担保を設定する前に送付された振込通知書であれば再発行することができま

す。また、直近の振込通知書を送付することはできませんが、支払額の証明と

して別の様式のものを作成することは可能ですので、ねんきんダイヤルまたは

年金事務所にお問い合わせください。なお、この場合 4週間ほどの期間がかか

ります。

Q17.私は年金を担保に融資を受けています。娠込通知書が居かないのですが、

A年金を担保に融資を受けている方には、振込通知書を送付していません。

-12 -



文書区分

重

書要度高 急緊

平成25年4月17日

給付指 2013-65

「受診状況等証明書」及び「受診状況等証明書が添付できない
申立書」の使用(指示・依頼)

本部 ブロッウ本部 事務セン告ー 年金事務所

宛先 係部関 理部管
車

適徴部

厚年 厚年

国年 給年 記録 突合
適用課 適量

徴収謀 年謀固 襲記G G 

全 庫年 白 喧 阜 G 露年

。 O 。 。

語 労士社
‘ J 

告 会

J J 

!本部関係部 年金相談部、障害年金業務部

E血ニ盤量

障害基礎年金、障害厚生年金、特別障害給付金等の請求書に添付する「受診状況等証明書J(以下「受

証』という。)及び「受診状況等証明書が添付できない申立書J(以下「申立書」という。)の様式を作成

しましたので、この様式を使用するようにお願いするものです。 ， 

一ポイント(肉容)

O 平成24年 12月 19日 I給付指2ゆ12-2日]r受診状況等恒明書、受診状況等証明書が添付できない理

白書及び申立書、病歴 E 就労状況等申立書の様式案の意見照会J(指示・依頼)により、ブロック本

部等からいただいたご意見を参考に「受寵J(別添1)及び「申立書J(男IJ添2) を作成しました。

O 年金事務所は、 lllJ添1及び買IJ添2をそれぞれA4用紙に両面印刷し、平成 25年 5月1日から窓口

でIla付してください。また、街角の年金相餓センターが使用する分については、管轄の年金事務所が

印刷して配付するようにしてください。

O 市区町村の国民年金担当課には、全国の年金事務所等で別添1及び別添2を配付していることをお

知らせするとともに、市区町村の窓口においても配付していただくように(別添 3)で年金事務所か

ら協力依頼をしてください。

O 平成 25年5月 1日以降に別添1及び別添2以外の様式が請求書等に添付されていても、様式の相

違を理由に受付を拒否することがないようにしてください。

O ブロック本部等からいただいたご意見は (ll1J添4)のとおりまとめました。

※ 「病歴・就労状況等申立書」は追ってお知らせいたします。
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い悟， 11年金等の請求用||刃l添 1 1 ..lJL..""I'T"./I-It=J'.J'/IJ 

障害年金等の請求を行うとき、その障害の原因又は誘因となった傷病で初めて受診した医療機関の初診日を
明らかにすることが必要です。そのために使用する証明書です。

受診状況等証明書

①氏

②傷

名

名病

③発病年月日ー盟主二主盛

④傷病の原因又は誘因

⑤発病から初診までの経過

前医からの紹介状はありますか。=今 有

主 月 日

無 (有の場合はコピ}の添付をお願いします。)

⑥初診年月日盟血二主成 生 且

月

E 

日⑦終診年月日昭和・平成 年

③終診時の転帰(治癒・転医・中止)

@初診から終診までの治療内容及び経過の概要

⑩次の該当する番号c1~4) に0印をつけてください。

複数lこO争つけた場合は、それぞれに某づ〈記載内容の範開がわかるように余白に記載して〈ださいn

上記の記載は 1 当時の診療録より記載したものです。

2 当時の受診受付簿、入院記録より記載したものです。

3 その他)より記載したものです。

4 昭和・平成 年 月 日の本人の申し立てによるものです。

年月日⑪ 平成

医療機関名

所 在地

(提出先)日本年金機構

診療担当科名

医師氏名 印

(裏面もご覧ください。)
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|年金等の請求用|

記入する際のお願い

1 r②傷病名Jの欄は、障害の原因又は誘因となった傷病について記入してください。

2 r③発病年月日Jの欄は、傷病が発病したと考えられる年月日を記入してください。特定できない場合

は、「不明」または「不詳Jと記入してください。

3 ④傷病の原因又は誘因Jの欄は、傷病の原因又は誘因が特定できない場合、「不明Jまたは「不詳」

左記入してください。

4 r⑤発病から初診までの経過」の欄は、発病から初診までの経過と併せて、診療録から前医を受診して

いたことが確認できる場合は、前医の医療機関名、受診期間、診療内容等も記入してください。

また、前医からの紹介状が保管されている場合は、そのコピーの添付をお願いします。

5 ⑥初診年月町、「⑦終診年月日Jの欄は、「②傷病名」に複数の傷病を記載した場合、それぞれの傷

病に番号を付記していただき、傷病ごとの初診年月日と終診年月日がわかるように記入してください。

6 r⑩」の欄は、複数の番号にO印をつけた場合、どの部分がどの記載根拠によるものかわかるように余

自に記入してください。

なお、『4 昭和・平成 年 月 日の本人の申し立てによるものですo IのみにO印を付けた場

合は、初診日の在明kなりませんので注意してくださいn

7 ⑪」の欄は、医師氏名の印鑑の押印もれがないようにお願いします。

8 この証明書に記載した内容を訂正する場合は、訂正箇所に医師の訂正印を押印して〈ださい内

-15 -



|年金等の請求用|

受脚診献状況問等鞠証明書劃訓カ

傷 病 名

医療機関 名

医療機関の所在地

受 診 期 間昭和・平成 生 月 日 ~盟主ニ呈盛 年 月 日

上記医療機関の受診状況等証明書が添付できない理由をどのように確認しました均、

次のく添付できない理由〉とく確認方法>の該当する口に〆をつけ、く確認年月日>に確認した

日付を記入してください。

その他の口にJをつけた場合は、具体的な添付できない理由や確認方法も記入してください。

く添付できない理由> <確認年月日>平成 年 月 日

ロ カルテ等の診療録が残っていないため

口廃業しているため

口その他

く確認方法〉 口電話 口訪問 口その他(

上記医療機関の受診状況などが確認できる参考資料をお持ちですか。

お持ちの場合は、次の該当するものすべての口に〆をつけて、そのコピーを添付してください。

お持ちでない場合は、「添付できる参考資料は何もない」の口に〆をつけてください。

口 身体障害者手帳・療育手帳・

精神障害者保健福祉手帳

口 身体障害者手帳等の申請時の診断書

口 生命保険・損害保険・

労災保険の給付申請時の診断書

口 事業所等の健康診断の記録

口母子健康手帳

口 健康保険の給付記録(レセプトも含む)

上記のとおり相違ないことを申し立てます。

平成

請求者

代筆者氏名

年 月

住所

氏名

(提出先)日本年金機構

日

口 お薬手帳・糖尿病手帳・領収書・診察券

(可能な限り診察日や診療科が分かるもの)

口 小学校・中学校等の健康診断の記録や

成績通知表

口 盲学校・ろう学校の在学証明・卒業証書

口その他(

口 添付できる参考資料は何もない

-16ー

※本人自らが署名する場合

目L一 押印は不要です。

請求者との続柄

(裏面もご覧ください。)



|年金等の請求用|

障害年金等の請求を行うとき、その障害の原因又は誘因となった傷病の初診日を明らかにすることが必

要とされます。一番古い受診歴のある医療機関の「受診状況等証明書」が添付できない場合は、その旨

の申立、及び、医療保険の給付にかかる記録などの初診日を確認できる書類を添付b、ただくことが必要

です。この書類はそのために使用する申立書です。

記入する際のお願い

1 r傷病名」の欄は、医療機関で診断された病名 (00病、ムム症など)を記入してください。

2 医療機関名」の欄は、医療機関の名称 (00病院、ムムクリニックなど)を記入してください。

3 r医療機関の所在地Jの欄は、医療機関の所在地 (00市ムム町1-1など)を記入してください。

4 r受診期間jの欄は、受診していた期間を記入してください。記憶があいまいな場合は、次の(例)

のように記入しでも構いません。

(例)平成5年4月頃~平成5年 10月頃、昭和 61年春頃~昭和 62年夏頃 など

5 細線で固まれた欄は、質問をお読みいただき、その枠内の該当する口にJをつけてください。

6 申立書の下欄にある「平成年月 日』の欄は、この申立書を作成した日付を記入してください。

7 r住所」と「氏名Jの欄は、請求する方の住所と氏名を記入してください。

8 この申立書を代筆した場合は、代筆した方の氏名を「代筆者氏名」に記入し、請求する方からみた

続柄を「請求者との続柄」の欄に記入してください。

〈参考資料の確認先>

身体障害者手帳等の申請時の診断書

ヰ 診断書等を提出した市区町村の障害福祉の窓口(障害福祉課、高齢障害福祉課など)

生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書

=辛 診断書等を提出した生命保険会社、損害保険会社、労働基準監督署

事業所等の健康診断の記録

=今 当時勤務していた事業所や健康診断を受けた医療機関

健康保険の給付記録(レセプトも含む)

=今 当時加入していた健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)

く参考資料のその他に該当する例〉

-交通事故証明

・インフオ}ムド・コンセントによる医療情報サマリ-(診療や治療経過を要約したもの)

.次の受診医療機関への紹介状

・電子カルテ等の記録(氏名・日付・傷病名・診療科等が印刷されたもの)

.交通事故や労災事故などのことが掲載されている新聞記事

-17-



00市区町村国民年金担当課御中

回
平成00年00月00日

日本年金機構00ブロック本部

00年金事務所

『受診状況等証明書J及び「受診状況等証明書が添付できない

申立書」の窓口配付について(協力のお願い)

日頃より年金事業の運営にあたりましては、格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、日本年金機構では、障害年金等の請求書に添付する様式のうち、障害の原因と

なった傷病にかかる初診日を明らかにすることのできる書類として、「受診状況等証明

書J(別添 1)及び「受診状況等証明書が添付できない申立書J(別添2)について、平

成 25年 5月 1日から全国の年金事務所や街角の年金相談センターで統ーした様式を配

付することといたしました。

つきましては、障害基礎年金等の請求書に添付する書類として、JlIJ添 1及び別添2を

窓口で配付していただきますようご協力をお願い申し上げます。

-18 -

照会先

日本年金機構00ブロック本部

00年金事務所お客様相談室

【担当100

【連絡先1000-0000 
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<0 

医療機闘が記入する用紙であるという説明を追加した方が
良い。

訂正箇所には記入した医師の訂正印を押印していただくこ
とを表示した方が良い。

前医が確認できる場合には記載するという形式になってい|記載漏れの防止、記載文書の解読が困難な場合もあるた
るが、前医の記載が「あるJrない」をOで囲む形式に変更で|めOをつける形式にすれば明確になるため。対応案は別添

のとおり(該当部分のみ)

【理由】年金事務所から請求者へ、また請求者から医療機
関説明へするにあたって、口頭よりは記章例があった方が

こ対して、記載してもらいたい内容(年金事務所が|説明がしやすいため。
、る肉容)を説明しなければなりませんが、当証明書|【対応案】受付・点検事務の手引を参考に作成する。

のみでは困難であると思料します。

【理由】本人の申立のみで記歳し提出されたものについて、
証明書として扱えず返戻し、トラブルになる事例が出ている

昭和・平成年月日の本人申立によるものです。」に|ため。
51南関東 |ついて |【対応案】上記1の記載例に説明を入れる。なお、記載例は

申立のみ"でも良いと誤解される。 '1と4など複数に丸をしている事例とし、 "4のみでは証明書
とならない。 M 申立の内容を確認できる参考資料が必要で
ある。"等の注意書きを加え、誤解を与えない表現にする。

病院の印が枠内に収まらないため。(通常社判は縦/

別添4

上、記載例は無理です
記入する際のお願い(裏面)を
しました。

の都合上、記載例は無理です
する際のお願い(裏面)に

しました。

61南関東 て、枠の高さを広〈した方が良い。 l医療機関の証明欄を拡張しました。
げられない場合は、枠線を上部だけ E

(別添のとおり)



ム|叫中部
o 

111中部

医師から年金事務所への連絡・コメント欄を設けて欲しい。
(スペースの問題もあるため、余白に記載できるようにして

住所、生年月日を記入する欄を設け

り前医が確認できる場合は、医療機関名、
容を併せて記載してください。)とする。

「発病から初診までの経過」の右余白部分に「紹介状のあ
り・なし』の記載項目を設ける。

輔副Jを「初診から終診ま

-診療科』のようにー列にする。

日を明らかにするJとの記入がある
、場合もあり、もう少し軟らかな表現に

『受診状況等証明書』の裏面に、障害年金についての初診
日の定義を載せる。(jJIJ添1 国民年金障害基礎年金受付・
点検事務の手引きより扱粋部分)

だけでは、ご本人かどうか不明なため。

ら初診までの経過』欄に、前医にかかる経過の記載
記載していただけるか不明であるため、紹介

前医Iに帥こ

を確認するう
ると考える。

発病から初診までの経過』と揃える。

別添4

上、新たな項目を追加
ることは困難です。

を追加

ご意見のとおり修正しました。

るものであり、住所とは関係ない|診断書の病院の証明欄と同様の配

以降の医療機関で証明を受ける場合、『初診ではな
断られるケースや、「病名が確定する前の傷病名の

2 

、』と言われるケースがあり、対応に苦慮す|ご意見を踏まえ修正しました。

ーでないとの理由により、 |書面の都合よ、初診日の定義を載
してもらえない場合等があるため。 Iせることはできません。



M 
4 

181近畿

191近畿

201近畿

211中国

四国

「※次のいずれかの数字I二O印をつけてください。」とありま
『※次の該当する番号(1-4)にO印をつけてくださ

い。 JIこ文言を修正すべきと考えます。

「※次のいずれかの数字lニO印をつけてください。』欄にあ
るr4昭和・平成年月日の本人申立てによるもので

』の一文を削除すべきと考えます。

「医療機関名・診療科・住所・医師の氏名」の記載欄にある
r住所』を「所在地JIこ修正すべきと考えます。

診療担当科名
医師の氏名 印

る際に分かりゃすい表記のほうが良いと
、「受診状況等証明書が添付できない理

立書」で使用する用語と銃ーを図るため。

申立てに基づく証明書は医療機関の証明とは認めら
現状としてはお客様の経済的な負担にしかなってい

申立書」で 1
1ご意見のとおり修正しました。

。

医療機闘が記載する際!こ「診療科岡住所』という並べ方は記

協議官思議長「購読館協|ご意見のとおり修正しました。

いただく書類として統一が図れるため。

説明書きに『※同一傷病1
|過去に医療機関を受診したことがあるにもかかわらず、

、てけ l 

[訂正]

日と正り受診している医療機関の初診日を受信状況等証明書に証|ご意見を踏まえ修正しました。
目明して〈ることがあるため。

、「そ|障害の直接の原因となる傷病の初診日を証明書として取得
した後に、その傷病の原因・誘因となる初診日を証明した証|ご意見を踏まえ修正しました。
明書が必要となる場合があるため。

」の文章の下352itわかるように記載|歓こ当たって重罫品分となりますので、強調したほうが|ご意見のとおり修正しました。

容2:.---)を「も」に訂正する。 JR諸説会EZ2?容のみ記入以る可能性があ |ご意見のとおり修正しました。

3 

別添4



1¥) 
1¥) 

lきない理白書」別添②の記入をし
りますか。(有・無)J I 

l診状況等が確認できる参考資料となる。
る。)

・前医からの紹介状写しの傷病名等によって、受診状況等
証明書を記入いただいた医療機関を初診とみなし、前医を
初診とみなさない場合や、また、近々で納付要件に係らな

る必要が I~、紹介状の写しで前匿の受診状況等ãiE明書の添付の必要
，...，科目、と判断できる場合、お客様への費用の負担が軽減さ

える。

別添4

ご意見のとおり修正しました。

…)と|謂談室鷲禁た?病名に番号を付記するなど医|記入する際のお願い舗)に記載
。

(詳細は別添ct参照)

-医療機関より記載方法について要望もある。
・記入方法の注意点や、「国民年金障害基礎年金受付・点 |ご意見を参考に記入する際のお願
検事務の手引き(80P)Jの留意事項等を記載する。 Iい(裏面)に記載しました。
(詳細は別添ct参照)

、します。)を追記す 卜押印がなされていないケースが見受けられるため。 する際のお願い(裏面)に記載
しました。

医師の皆さんへ(仮)Jとし
注意事項をまとめて記載する。

(詳細は別添ct参照)

-医療機関が受取ったときに、わかりやすい。
(詳細は別添ct参照)

機構側から医師(もしくは医師会)へ依頼をしてL
ますが、その依頼文も載せる。

4 

とおり修正しました。

、(裏面)に記載



M 
c..:> 
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別添4



J¥) 
.t. 

のか。

ンフォームド・コンセントによる医療情報サマリー」と
にはわかりにくい記載です。 -E 

l【理由】病歴・就労状況申立書には記載されていて分かりゃ
「本へ自らが署名する場合、押印は不要です。』と追記して|すいため。

l【対応案】!ilIJ添のとおり

-・IニOをつけてください。』の後に、(医療機関、事業
てください。)と追記する。

20歳前障害の場合、参考となるため。

別添4

記入する際のお願い(裏面)の参考
資料の確認先に記載しました。

参考資料の選択肢を見直し追加し
ました。

受診状況等証明書Jが添付できない場合 Ir受診状況等置明書が濯付できない理白書及び申立書Jの
l立、その旨の申立て、及び医療保険の給付にかかる記録な|占冒骨圃由叫旬佳品品..，....I' :z. ~t 守審判ι品 1.11-/1 、ι抗 |ご意見を踏まえ修正しました。

どの初診日を確認できる書類を添付していただくことが必要
二この書類はそのために使用する理白書及び申立書で
』

、理白書及び申立書」の I..."・-.，噛ロ守1-，間早官 1-ι VJ""，揮官聞記証明Z 百つι10. I 

Jを載せる。(!il慌1 国民年|よいのか、また「受診状況等証明書が添付できない理白書|書面の都合上、初診日の確認フ
点検事務の手引きより抜粋部分i-r li刊由骨量山門ず同日~""圃岨聞ド....... ，..，..-由E#fzm|ローを載せることはてをません。

受診状況等証明書を添付できないことにつ
申立書JIこ変更すべきと考えます。

6 

、これを踏まえ|ご意見を参考lこ告イトルを変更しま
した。



1¥) 
01 

12 

131近畿

141近畿

151近畿

161四国

rA上記医療機関の-0をつけてください。 Jの後lこ、「な
お、らその他」の場合は、確認方法もカッコ肉に記入してく
ださい。』を文言追加すべきと考えます。

rB -参考資料をお持ちでしたら、』をrB-参考資料をお
持ちの場合は、』に文言修正すべきと考えます。

Bの「ア身体障害者手帳-J欄に、「手帳をお持ちの場合、
申請時の診断書の有無Jr有の場合は添付Jr無の場合はそ
の理由』が確認できるように文言追加をすべきと考えます。

Bの「キインフォームド-J欄に、医療機関から写しを交付
してもらう旨の文言を追加し、「ク健康保険の-J欄におい
ても健康保険協会もしくは健康保険組合から開示請求を受

といった旨の注意書きを追加すべきと考えます。

関係』欄の文言を『請求者からみた続柄」又は
関係』に修正すべきと考えます。

の初診(前医)と考えた理由の記入

別添4

その他Jを選択三漁協25t記官記|ご意見を参考に修正しました。

、文言のため。

こ、必ず障害年金
事前に確認できる項目を設け

「キ』欄・「ク」欄については、個人で所持しているケースは少
お客様にとっても意味が分かりにくいため、取得する場

て明記しておく必要があります。

当時の健康診断の記録や成績通知表等から、何時ごろから
でいたかを確認する資料の一つになるため。

ご意見を参考に修正しました。

見直し、記入
お願い(裏面)にまとめまし

見直し追加し

についての説明を追加することで、お客様にとって分|記入する際のお願い(裏面)に記載
やすい文言になると，思われるため。

請求者からみた続柄を記入すれば お願い(裏面)に記載
にするため。

7 



1¥) 
CJ) 

別添4

「参考資料を添付しなくてもよい。』と恩われる可能性があ
申立書を配付する際に説明してくだ

上、裏面に移動しましが受取ったときに、わかりやすい。
(詳細は別添②参照のこと)

説明用のチラシを作成し、各参考資料の内容、発行元の官 1.-.

(裏面)の参考
しました。

Bの参考資料に内容説明や取得方法を示した方がよい。 I公署等を示すことにより、お客様が理解しやすく、相談時間
の短縮につながる。

Bの参考資料に診療報酬明細書(レセプト)を追加してはど|初診目、傷病名等の記載があり、初診の確定に活用するこ (レセプトも含
うか。 Iとができるため。

8 



文書区分

高iz回雲 I

平成 25年 5月 29日

給付情 2013-49

国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正に係る認定事例

(情報提供)

本部 ブロック本部 事務セン告ー 年金事務所

高
車部 理部管 部相給 車部

厚年 厚年

由年 給年 記録 突合
適量 適用課

徴収課 謀国年
室

社労士会 儲霊会
宛先

J ‘ G G 
う旨

全 義 き厚 G G G G 書 露年

。 。 。 。 J J 

ポイント(内容)

O 平成 25年 4月 2日 I給付指 2013-56]r国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改1EJ(指示 E 依

盟Lでお知らせしている根と精神の障害認定基準の改正に伴って、年金局より5JIJ添のとおり認定事例

が送付されましたのでお知らせします。

〈認定事例>

面瓦 一 一|等級 |病名

眼

精神

2級 15号

1級10号

2級 16号

3級 13号

網膜色素変性症(両)

高次脳機能障害

高次脳機能障害

高次脳機能障害

O 事務センタ一等においては障害認定時の参考としてご活用くださいロ

-27一

照会先

年金給付部給付企画グループ

(担当)渡温、桂

(連絡先直通 )



別古書

眼の障害 2級の認定事例

-28ー



様式第[20号の1(眼の障害用)書断診
国民年金
厚生年金保晴⑮ 

{フリガナ}
氏名 日生(JI歳}月54年O 

鶏

O O O 

『
診
療
保
で
確
認
』
ま
た
は
『
本
人
の
申
立
て
』
の
ど
ち
ら
か
を

O
で
阻
み
、

本
人
の
申
立
て
の
場
合
は
、
そ
れ
を
聴
取
し
た
年
月
日
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
園

品一一一
10年 10月.Ji日

O O 君町宮
区

窃ー
臨病の発生年月日

O O O O O 住 所

<D 
障害の原固
となった
傷病名 、

日)

網膜色幸ま-1量産(両)
@(tのため初めて匡
師の器療を呈けた日

キL辛 L@既存
障害

坪
初E参年月 8(昭和・平成

@傷病の原因
又は誘因

⑦ 
傷病が治った(症状が固定Lて治療

の効果が期待できない状態を吉

む.)かEうか。

;(. 

日}月年

認

定

確

推
日月年平成傷病が治っている場合・・・・・・・・・拾った日

不明

回

札場 11右 (1.5).A (1.5) "a時であ勺 t，4{.乱時11;Ji唱棺t、執曹 llO車岨均-(1.>司え.
蝿属ι11広t凡キ阜-1量を語めた.

む有傷病が1古っていない場合.....・・・症状のよ〈なる見込

骨診断書作成医療強閏に
おける割診時所見
初昨年月日
開在主si2J年同 14s)

@ 
現在までの治療の内
容、期間、経過、その
他の参考となる事項

日)

カルナクリ;ヘアダプチノールを担J.l.，岳地凪車十-(1.>
る.

月年

日現症)1 0 月(平成 25年飽状の害障⑩ 

(3)所見(視力測定の標章照庄は200)レタスとしてくださL、.) 

楳眠 t 矯正 l 矯正眼瞳

(1)視カ

互亙
特Iζ辛 L持ι'.l 前眼部所鬼

D 。2. 5 4 O. nN 右

揖阜の白均時揖阜の白雨時中間透光体所見

同膜色幸主性崎属色幸ま棺眼底所見
D 5 z 5 5 。眼r左

お
願
い
)

太
文
字
由
欄
は
、
院

λ
謂
れ
が
主
い
よ
う
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

(4)調 節 揖 能 目 璃 輯 揖 能 ・ 瞳 孔

下 下

電)-1中心視野ゴールドマン視野計を用いる場合は 1/2の視揮で測定してください白

左
計

左

(6) 眼球の運動

J ゴ}ルドマン視野計を用いる場合は1/4の視標で割定してください.

~上

肉

度

36 

度

4 6 

※視野障害がある場合は、左記の(2)①担野と②-[
中心担野に測定結果を記入してください.

(2)①視野

上内
一
内

一
内

一
下

四司
ー

一
下

一
外

の

外

詔
一
外

4

上一上
2
寸

度

4 

度

5 

" 5 

度

6 

度

4 

度

6 

度

5 

度

5 

度

4 

度

6 

度

5 

度

7 

度

4 

度

6 

度

5 

度

5 
右

外

上右

肉

よ

外

(
担
額
い
〕
障
害
の
状
踊
は
、
診
療
錯
に
基
づ
い
て
わ
か
る
範
囲
で
記
入
し
て
く
だ
キ

下
位見えなL唱日分について黒豆は鳳剖蝿で愛りつ"して(1ささい伺) 下

唖連定時の日常生活扇 a 

動能力及び労働能力

《必ず記入してださ品、}
否一一一一一一

視。 "a時であるが‘視野 ó~-Qいため不自由である.え盲(jtJ.l <崎苅ずの芳曲"不守である.

予佳
〈必ず毘入して(t::さい.l

本人の障害の程度及び状簡!と無関係な欄には記入する必要はあり主せん.(無関係な欄は、斜掠により抹消してください。)

考備
@ 

回復のA込みキ L

① O O 

'O科

O O 

診療担当軒名

医師氏名

日

-29-

1 0 

O 

1月

畦

O 

平成 25年

高

"J O 

O 

O す

O O 

O O 

上記の止おり、診断します.

病院又は診il<i晋の名称

在 地所



(j寸記〉

O 本例は、初診日が「平成 10年 11月 14日」で、障害認定日当時の障害

の状態が園年令別表及び厚年令別表第1に該当しなかったが、その後障害の

程度が悪化したため事後重症請求をしてきだものである。

この診断書の障害の状態は、平成25年1月10日現症のもので、年金請

求日〈平成25年2月1日)以前3月以内の診断書であるので、年金請求日

の障害の状態はこれで確認できる。

O 傷病は「網膜色素変性症〈両)Jによる視野障害であるので、⑩の(2)①、

②-1 、 ~-2欄は!必ず記載されていなければならない。

- 認 定

障害の程度は、視野が1/4の視標で両眼とも10度以内lこおさまっており、

中山視野の8方向の角度の大きい石眼が46度であることから、「日常生活が著

しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程

度のもの」に該当すると認められるので、 2級15号と認定される。

-30一



高次脳機能障害
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1級の認定事例



様式第四D号の4(精神の障害用)童百四断診
国民年金
厚 生年金保険⑮ 

「惨
a
R
民
で
棺
餌
』
事
た
は
『
本
人
の
申
立
て
」
の
ど
ち
ら
か
を
O
で
図
々

本
人
の
申
立
て
の
場
合
時
そ
れ
書
聴
取
し
た
年
月
日
を
飽
入
し
て
〈
住
吉
い
.

⑨女日生 (57劃10 10月年31 O O O O 
【"ガ十》

氏名

-_ l 

会私R本人の発病
時の騎乗日

日

26 

26 

月

月

年

年

22 

22 

O O 

宰の他.1<ι悼It宰.Ii*時宰，通行棋眠時宰.*昌也下tピの晶止属地眠時宰及び
ij .'緯せ辛いe

.;，次蝿1i;ltlt宰 tl~品位 It 客.ä*峰客，退It地位崎客~{'ii. tl、みれていて‘身体畠柄引~.t.片蒋痔ど堤鋤失調をf事勺ていた.
a~H告のすぺ引、あh.'J令掛を持委どする棋品1:' 1;.勺k.

乳児期

不銑字 国蔵学者予

小学校{整i三重量， .特Jl!J支復学銀特別支援学校)
中学校{哩皇室掛特別支復学畿・特別支援学校}
高校"'"拝級・特別支覆学校}
その他

電.li.'f品 111車会手当"動#持t、問題~l

3 憂うつ気分z 耐普震性 興奮
5 希死含J意

(
お
願
い
)
京
文
字
的
欄
は
、
記
入
漏
れ
が
な
い
よ
う
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

.叶...品坦+る咋輩出fきサ守ι他者のtl
2 多弁ー多動 3 気分{感情}の異常な高湯・刺渡性
5 易経性・敏.属性先進 6 誇大妄魯

) 

4 思考形式の障害

4 傍乱

3 意欲の減退

酌阻のE会断書の回敏時との比叡〈杭固のお断容を作成している唱合は回入して〈ださい
1 変化なし 2 改善している 3 題化している 4 不明

I 抑うつ状S
1 思考運動制止

4 ""企図
6 その他{

E そう状態
1 行為心過
4 観念奔逸
7 その他t

E 幻覚妄想状芭等
1 幻覚 2 妄想 3 させられ体験
5 馨しい奇異な行為 6 その他{

IV繍神運動実奮状態及び昏迭の状態
1 興奮 2 唇逮 3 値絶拒食 4 諸事裂思考
5 衝動行為 6 自傷 7 鱈動・焦医応
8 その他(

V 統合失飼盆鎗毘進状態
1 自開 2 感情の平板化
4 その他{

VI 意識障害・てんかん
， "録毘商 2 (夜凋〉せん婁 3 もうろう
6 てんかん発作 6 不健謙虚 7 その他{

・てんかん嘉作の状態様発作のタイプは記入上の主主定多照

1 てんかん発作のタイプ ( A 田 B • C • D)  

2 てんかん発作の頗度{年調 凪 月平 均 凪翠 平均

W 知襲跨曹等
1 知的障害 ア程 度
2 蕗知症 ア程 度
3 商氏周楓能医草書

φ失行イGS認 G) .，"'.".." (ft) 記憶障害Jょ司注意障害 tォJ送行機能障害:ヵ!祉会的行""摩書
4 学習障害 7 院み イ書き ク計算 エその他ι } 
5 その他

酒発達軍事曹関連症状
1 相互的な社会関係の質的障害 2 言陪ヨミュニクーγ雪シの障害

a 限定した常問的で反復的な関心k行動 4 その他 t

民人格変化
1 欠陥状" 無関"
4 その桂三症状等{

X 乱用.依存等(栗駒場名
1 乱用 2 依存

酒その他 〔

(
お
願
い
)
臨
床
所
見
等
は
、
診
am
録
に
基
づ
い
て
わ
か
る
範
囲
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

回程度〉

エ長重度
z 最重度

ワ五度
ウ重度

3 無為

本人の障害の程度及び状瞳に無関係な閣には記入する必要はありません.(無関係な掃は、斜線により嫁消してください.>
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ウ日常生活状混

l 家庭且び祉会生指についての具体的な状況

(ア)現在の生活環境(詰当するもの つをOで囲んでください。)

ζ丈院〉 入j所 在宅・その他

鐘設名 ) 

同居者の有無(有 ・ 無)

(イ) 全般的状担(事長及び家盤以外の者との対人関係についても

具体的に記入してください. ) 

[ 賊悶波持制叩官削叫tは1越組Lい.高蹴肱λタツ日叫叫フH刊dか‘伺叫叫鳳臨、い‘冊制附仲き抑仲毒か‘iけ巾1打t岨
曲らコt量sをf仏&えるミと副tは;<寺hい

2 日常生活能力の判定(肱歯するものにテエツクしてください. ) 
(判断にあたっては 単身で生活するをしたら可能かどうかで判断して〈ださい.) 

(1)適切な食事-"腐などの箪備も含めて適当量をパヲンスよ〈領るこどがほぼできるなど.
自費的かっ適Eに行う

自礎的にできるが時 ャ 助宮や信専をしても
口できる 口にほ助言や権海会必口 Eはできないが助言h 白できない若し〈は行

要kする 縮 、 わない

(2)身置の靖瑚保持ー接面署亀裂 A務等の身体の衛生保持や宥笹え等ができる.また

自室の清掃や片付けができるJ.tl!.

商売会出とできるが姥 自費約泊門適~，ζ行う 助言や指導をしても
口できる 口!とは助言や指導をι口こkはでき"いが助言 日できない著し〈は行

要kする や指導があればで量る わない

(3)金銭管理と買い鞠ー金銭を劉カで適切に管理しゃ，くりがl剖まできもま士 人で

買い鞠が可能であb 肘胃的な買い物がl剖ぎできるなど.

口できる
おおむねできるが持 助言令指導をしても

助冨.. 指導があればで
口には助曾や信専を.口きる 日できない者し〈位行

要kする わない

(4)酒税と服薬(袈 不要}一規則的と遺院や庖棄を行い、痢~轄を主治医に伝えるこ左が

できるなど.

口できる
おおむねできるが時 助言令指導をしても

口に同省令指導H 口忠や闘があ附で 日できない若しくは行
東kする わない

(5)他人どの意思伝遺1>.ぴ対人闘健一他人の話を凋〈 自分の意思を相手に伝える集舗

口できる
も
行

て
ほ

し
〈

を
し

導
者

履
い

ゃ
な
い

書
き
な

助
で
わ

日
で

ι
ば

な

れ

か

崎

竜

Z

托

噂
刷

明

捌

曾

る

的

助

き口
時
mも

が
を

る
導

舎
信

で
や

ね
言
る

む
助
す

お
は
と

お
に
裏

口

(6)身辺の安全保持及び危樋対応一事故等の危富良から身を守る能力がある 遍，容を異"る

事盤<な。1と島幸に他人に観勃告求める"どを含めて

蓋歪に対応するこkができるなどE

おおむねできるが時 助言令指導をしても
口できる 口同助言キ酬を必口百令指鳴があればで 回できなP惜し〈聞

要kする わ"い

(7)社会住:--111行での金銭の出しJ入れや公共施設等の'.閉が一人で可能回ま化社会生憎に
... 更な手続きが行えるなど

ロできる
おおむねできるが時 助言や指導をしても

口には助言令指導叫口器令指導があればで 固できない若し〈聞
要とする わない

オ身体所見{神経学的な所見を含む. ) 

A片足器庫1，').t待者舎梓4岨

エ喜重蒔面孟吾正面
O勤務先 ・ 般企業 冒就労支侵施設 ・その他

C雇用体系目障害者雇用 回一般雇用 田自営 ・その他{

。動章表年数( 年 ヶ月)

Oひk月の給与{

口仕事の内容

O仕事の頻度{週に月に日)

円程度)

口仕事場での援助の状況や意思疎遣の状況

a 日常生活能力の程度{麟当するものーつをOで囲んでください.) 

米日常生活能力の程度を記議する際には状飽をもっとも適切に
担較できる(繍神障害}又は(知的自摩書}のどちらかを使用して〈だ
さい.

[繍神障害)

(1) 精神障害。育的体験・残遺症状回認知障害目性格変化等)を認め

るが、社会生活は普通にできる.

(2) 精神障害を認め.家車内での日常生活は普通にできるが、社

会生活には、畢助が必要である.
{た<えば 日常的な家事.こなすことはできるが、状況や手闘が変化した
りすると園短を生じるこbがある目社会行動や自発的"行動が適切に剖来
ないこともある.金銭管理はおおむねできる場合など.) 

(3) 精神障害を認め、家庭内での単純な日曾生活はできるが、時

に応じて援助が必要である.
{たkえ限、習慣位した外出はできるが.家事をこ必すためピ助言や指導
を4ど凄とする.社会的な対人吉缶詰をは乏しし盲礎的な行動"図障がある官
金銭管理が園陸な温合な..) 

(4) 精神障害を認め、日常生活における身のまわりのこkも、多〈

の量助が必要である.

{たとえば著し〈適Eを火〈行動が見受けられる目自晃的"提言通切，な
いあっても晃言内容が不適切であったり不朝瞭であったりする.金銭管
理ができない場合I].I!.) 

( (5リ精神障害を認め身のまわりのこともほ企んrできないため
、~.常時の緩坊が必要である，

(た>えば家庭内生活においても食事や身のまわりのことを自費的に
するこ之ができないまた在宅の場合に遍碇埠の外側には、付き添いが
必要な場合な払}

(知的障害}

(1) 知的障害を認めるが、社会生活は普通にできる.

(2) 知的障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、
を士会生活には、揖助が必要である.

{たkえば、簡単な漢字陪"みヨ暑さができ 会話も章恩の疎通が可能で
あ6が、納金的なこk怯躍しい.身辺生活も一人でで舎る程度}

(3) 知的障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時
に応じて援助が必要である.

(たkえば‘ご〈簡単な限み書きや計算はでき、助言などがあれば作棄は
可能である目具体的指示であれば屋怖ができ、身辺生話についてもおお
むね一人でできる程度〉

(4) 知的障害を詔め、日常生活における身のまわりのことも、多〈
の観助が必要である.

{たとえば 簡単な文字や数穿ば理解でき 保藍的環局主であれば単純作
穿Jま可能であるE 習慣化しているこkであれば言葉での指示を理解し、
身辺生橋区ついても部分的にできる程度}

(5) 知的障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、
信時の檀助が必要である.

{たkえば文字.."の理解カ'"まkんど鰐〈 簡単な手伝いもできない.
言葉による章恩の麓置がほkんr不可能であり 身辺生活の処理も 人
ではでき必い程度}

カ臨床検査{心理テストョ腿知陵査知能障害初場合は.知能指数精神年齢を含

WMS-R一般時記位4'1Jc50~.品，吉拾柑お悼50宇品，枇尭判記也
4Uえ50.!.俗.IH/品十“~.俗，追尾再主50~.晶

キ福祉サーピスの利用状況{障害者自立支援訟に規定する自立訓練、
共同生荷量助、共同生活介護、在宅介護、その他障害福祉サービス等J

A宅イト1査を11;.... 与えが、ヘルパ叶ミ皐1)をdるヨヲたため+よいに

E 

Z信号253告訴| 日常生崎会県山い1".常晴岨円減掛声州、持等、 A守り、介助尚喜辛状態であり，牽制同は

也ず記入して〈ださい.)I 士会ーl1"いる。

予 後
【必ず記λして〈ださ

い.) 

こ机珪よ内政-，"11雄l<.札込町状態内主主持続する。

|岨

E 

借 考

上記のとおり、診断します。 平成 25年 3月

病院又は診療所の名 称 00・Jハピりテー会ョシ高低

5日

診療担当科名 リハビリラーショシ時

① 所 在 地 00中00・J 0
 

0
 

0
 

0
 。d

a引
内

d

献
一

医



<高次脳機能障害 1級>

(位記〉

O 本倒は、初診日が「平成22年7月26日」であるので、障害認定日は，

1年6月後の「平成24年1月26日」となる。この診断書の障害の状態は、

平成24年1月30日現症のもので、障害認定日から3月以内の診断書で

あるので、障害認定日の障害の状態はこれで確認できる。

O 傷病は. r高次脳機能障害」であるので，⑩、⑪、⑫欄はI必ず記載されて

いなければならない。

圃認定

障害の程度は、高次脳機能障害の症状である記憶障害、注意障害、遂行機能

障害が強く残寄しており、脱抑制、易怒性の冗進ち認められ、日常生活全般に

おいて、常に周囲の頻繁な声かけ、誘導、見守り、介助が必要な状態である。

日常生活能力の判定は、すべて「助言や指導をしてもできない若しくは行わ

ない」であり、日常生活能力の程度は、「精神障害を認め、身のまわりのことち

ほとんどできないため、常時の援助が必要である」状態であることから、「日常

生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものJI乙該当すると認められる

ので. 1級 10号と認定される。

なお、身体所見(左片麻痩〉ち認められるが、本例は高次脳機能障害〈精神

の障害)Iこより認定したものである。
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高次脳機能障害 2級の認定事例
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続式第120号の4(精神の障害用)書断言ら
口ノ'

国民年金
厚生年金保険⑮ 

『
砂
市
環
民
で
路
隠
』
ま
た
嶋
本
人
の
申
立
て
い
の
ど
ち
ら
必
を

O
で
匿
h
q

本
人
の
申
立
て
の
場
合
時
そ
れ
を
聴
取
し
た
年
見
回
を
包
λ
し
て
〈
だ
さ
い
・

男@

@既存障害

会，'l¥

キ L

日生 (40 S) 

本人の発病
時の棟集

28 月5 47年

日

郡市
匹 000

日月

月

年

年

O 

22 

22 

O 

O 

O 

O 

O O 
tフ3ガナ》

氏名

@既桂症

陣述者の氏名 0000  請求人左の続柄 凪偶者 聴取年月日 23 年 11 月 15 " 

入院5 自前から耳慣局、書晶唱吐出品車止キ>1;22ヰ6R9S ，，*最降客引れサlÁ-吾作.'忠礼Lたため執畠相i且ど~')、入院 L
入成時idf.骨骨ど髄時埼Aからヘルヘス脇阜の時酎ヒ辛IH審串された固畠oit胡曲串が時1l晶;k.届11.;龍It害もあるこヒか

品成を掛められ.キ成22ヰ9R58から省詑fリハビIJ5-ーショシを成Ij1いる.

有 無・不明

会 j'l¥

乱児期

不草学 "学者予
小学校(普通学級・特;jJlJ1:律学級特別支復学校》
中学後(普;空根 特.支援学飯田特別支蟹学綾〉
荷役(害事李珍特別支援学校》
その他

持tζ向1!."Fl

Tいるもののか辛リ官阜T.輯査よf暗
a常生時fも寧挟f':'{.主され春、ρどで卓-.

3 憂うつ気分

(
お
願
い
)
京
文
字
の
摘
は
、
記
入
漏
れ
が
な
い
よ
う
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

2 多弁多動 3 気分{感情}の具常な高俸制法性
5 易経性 a 畿管嚇性允進 6 詩大妄偲

} 

4 思考形式の障害

4 錆誕

3 ~歓の獄岨

前回のE参断書の'"臨時との比叡〈前回の惨断書を作成している堀合lま記入してくださ
1 変化なし 2 改善している 3 恵河包している 4 不明

I 鈎うつ状盤
1 思考・運動制止 2 制雌性、興奮
4 自a企図 5 肴死念慮
6 その他(

E そう状監
1 行為£迫
4 省 出 審 決

7 その他(

E 幻覧妄狙状箇等
1 幻覧 2 妄怨 3 させられ体議
5 著しい脅異な行為 8 その他(

IV精神運動興奮状偉及び晴迭の状愈
1 興奮 2 倖逮 3 短絶・制区食 4 減裂思考
5 衡行為 6 自儲 7 傍勤ー無反応
8 その飽{

V 統合失調車毒事裁遺状箇
1 自問 2 感情の平板化
4 その他(

VI走路館書 てんかん
1 "韻混濁 2 (夜nせん妄 3 もうろう
5 てんかん発作 6 不機進室 7 その他{

，てんカん境作山内状態様発作のタイプl志記入上の注意多悶

1 てんかん発作のタイプ (A  • B ・ C • D 1 

2 てんかん発作の頗度{年間 且月平均 回、週平均

百知帳障害等
1 知的障害 ア程度
2 関知霊 ア程度

3 禽次周機能障響

φ知イ
記臨書 Q戸注意障害②酎臨時カ

4 学習障害ア読み イ奮さ ウ E十算 ェその他(

5 その他{

溜宛遺障害関連盛明
1 相互的な社会関係の頁澗障害 z 昔話コミ.;クーシ国ンの陣害

3 限定した常同的で反復的必関心k畑動 4 その他{

政人格変化
1 欠陥状箇 2 無関出
4 その他症支え等{

x ，民用、依存等【薬物等名

1 乱用 2 依存

沼その怯 [ 

〔
お
願
い
)
臨
床
所
見
等
は
、
診
療
録
に
基
づ
い
て
わ
か
る
範
囲
で
回
入
し
て
く
だ
さ
い
。

回 程 度 }

z 最重度
ヱ最重度

社会的行"障害

ウ重度
ウ重度

3 鱈為

本人の障害の程度Eぴ状態に無関係な閣には記入する必要はありません固(婿関係な欄は.斜線により昧，闘してください，)
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ウ日常生活li:況

l 軍庭及び社会生活についての具体的な状配

{ア) 現在の生活環境[詰当toもの つをOで囲んでください園)

入院 ・入所・仁l'E'i;l・その他

(施設名 ) 

同居者の有無に歪〉・ 無)

(イ) 全盤的状配(寧族及び寧族以外の者kの対人固係についても

具体的に記入してください. ) 

[械をの制疎通叩陥る印刷宇叫いは拾がで|

き辛いミe"J<‘そミτ本叶摩様。ξJI.[る

2 日常生活能力白判定(詰当するものにテエツクして〈ださい.) 
〈判断にあたってIi.単身で生活するとしたら可能かどうかで判断して〈ださい.) 

どな

も

行

る
て
は

き
し
〈

で
を
し

ぼ

導

宥

ほ
指
い

t
b
r
z

、

自
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v
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U

言
き
な
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口
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に
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量
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当

的

で

量

発

は

て
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固
と
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日
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凶
叫
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喝
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導

M
Y
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指
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バ
で
阜
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曾
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沼
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助

す

五
噌
発
は
一
ど

一

自

に

夏

即

日

朴
ゆ切

ιι

適

廿
日

ロ

(
 

(2)島湿の靖国町保精一次筒、吉元髪、入裕S容の身体の衛生保筒や寝替え等ができるE また、

自重量の情績や片付けができるな".

自発的にでさるが時 自発的，.~適正に行う 助言や筒導をしても
口できる 口に陰助言や指導を.回ことはできないが助言 口できない者し〈は行

要Eとする や指導があればで舎る わない

(3)金銭管理と買い絢ー金銭を迫力で適切に管理しやり〈りがほぼできる E また 人で

買い物が可笹であ，.計画的えな買も叶おがほlまできるな".

口できる
おおむねできるが碍 助言や指導をしても

口には助言や指導を必口助言や指導があればで 臼でき"い着し〈は行
きる宣言kする わない

(4)通院k盟議{要 不要}ー炉開同こ盃院や医寮を行い、病状等を主的医に伝えることが

できるな".

おおむねできるが時 助言や儲噂をしても
口できる 日開助言や岡叫口E?闘があ同で固できな晴し〈聞

要kする わない

(5)他人との窓恩伝;;及び対人関偏ー飽人の髭を関〈、自分の意思を相手に伝える、集団

的行動が行えるなど.

口できる
おおむねできるが時 助言や指道陣をしても

口には助言や闘を必日誌や酬があればで 口できなも惜しくは行
要とする わない

(，)身思の安全保持IIぴ危樋対応一事故等の危険から身金守る陸カがある 通罰，，~なる
事愈となった時に他人に観助を求めるなどを含めて

適正に対応するとJとができるなど曹

おおむおできるが謄 助言や信容をしても
口できる 口 同 開 悼恥必日EE令指導があればで 口できなも噂し〈聞

安kする わない

(7)徒会也ー銀行での金銭回出し入れや公共鑑殴等の利用が人で可能.主た社会生活に
必要な手段きが行えるなど.

口できる ロ25BEZ誌 tE口助言や闘があればで
きる

宴kする

助言令指導をしても
日できない若し〈は行

わない

オ身体所見(神経学的な所見を含む. ) 

特I:，'H

エ宮廷時め就労状況

口動務先 田一般企業 ・政労支侵施設 その他( 埠戟)

O雇用体系 障害者雇用 般雇用 官自営 ・その他{

0動続年数( 年 ク月 o仕事の頗度(週に・月に(

Oひ左月の給与{ 円程度)

O仕事の内容

)日)

0仕事場での援助の状況や意思晴過の状況

3 日常生活能力の程直(肱当するものーつをOで囲んで〈ださい.) 

渓日常生活能力の程度を記載する際には.状態をもっとも適切に
記載できる{精神障害)又は(知的建害)のどちらかを使用して〈だ
さい.

[精神障害)
(1) 精神障害(病的体験・残遺症状 a認知障害・性絡変化等)を認め

るが、社会生活は普通にできる，

( 2) 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、仕
会生活には、揖助が必要である.

(たkえば 日常的な家事をこなすとkはできるが状況や手間が変化した
りする<図障を生じるととがある.社会行動や自発的な行動"適切に出来
ないこkもある.金銭管理はおおむhできる場合など且》

( 3) 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時
に応じて援助が必要である.

{たとえば習慣化した外出はできるが家事をこなすために助言や指導
を必要kする.社会的な対人交誌は乏し〈、自発的な行質的に図躍がある.
金舗管理が図健在喝合な>.l 

( (4))精神障害を認め、日常生活における身のまわりのこ止も、多〈
~，の健助が必要である，

〈たとえば、著し〈造亙を欠〈釘動が見受けられる目自発的な提言が少な
い、あっても発雷内容が不適切であった目不明瞭であったbする.金銭管
理ができない題合など.l 

(，) 精神障害を隠め、身のまわりのこkもほJとんどできないため、
常時の援助が必要である.

(たkえば事庭内生活においても、食事や身のまわPのこkを自礎的に
するこkができなも、.また、在宅の場合に通院曹の外出には、付金添いが
.，重な場合なt".J

(知的障害}
(1) 知的障害を詔めるが、社会生活は普通にできる.

(2) 知的障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、
社会生活lとは、援助が必要である.

{たkえば、値単な漢字陪臨み舎きができ 会話も意思の疎還が可能で
あるが、紬..，なとk陪鍵しい.身辺生橋もー人でできる程度}

(3) 知的障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時
に応じて援助が必要である.

(た左え~.ご〈簡単な按み書き令計算はでき、助宮な"があれば作業は
可鐘である.具体的指示であれば理鰐ができ、身辺生活についてもおお
むね一人でできる程度}

(4) 知的障害をまBめ、日常生精における身のまわりのことも、多く
の援助が必要である.

〈たをえほ 簡単な文字や畏ヨドば理解でき 保理的環耳障であれば単純作
集は可飽である且習慣化しているこkであれば首案での指示を璽解し、
身辺生活についても部分的にできる程度}

( 5) 知的障害を臨め、身のまわりのこともほとんどできないため、
常時の援助が必要である.

{たkえば 文字や散の理Mカがほ<んr無〈、簡単."手伝いもできない.
宮棄による意思の疎通がほをんど不可能であり、身辺金属の但皐も 入
ではできない程度}

カ臨尿検査仙理テスト胞知稜邑知能障害の扇面王 画面瓦肩初年討を含

WMS-R，追及~生 5O t.偽‘ iHI暴t l.> 92 wA/S-m，/Q 88. 
BADS ・年齢柑"-~J隼代111. 78 RBMT，' 

キ福祉サーピスの利用状況{障害者自立支援訟に規定する自立訓練、
共同生活援助 共同生活介護、在宅介護 その他障害福祉サーピス等)

自」ι判処刑幅十

E 

現串時の日常生活活

動能力及び封働拙カ l常時虫〈の介助を易しかろうrτa 菅生時措骨のうち争事、網伎は由.i.lている~I.l。辛曲晶右は辛い.
f必ず記入して〈ださい.l

E 

予 後
〈必ず記入して〈ださ

い.】

子 IA.(~Jf.主

百

信考

上記のとおり、診断します. 平成田年 3月

病院又は診療所の名 称 OOIJ.I、ピリラ F ショシ高民

5日

診療担当科名 精併科

医師正名 o 0 0 0 
-37ー
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<高次脳機能障害 2級>

(付記〉

O 本倒は、初診日が「平成22年6月9日」であるので、障害認定日は、

1年6月後の「平成23年12月9日」となる。この診断書の障害の状態は、

平成24年 1月30日現症のもので、障害認定日から3月以内の診断書で

あるので、障害認定日の障害の状態はこれで確認できる。

O 傷病は， r高次脳機能障害」であるので，⑩、⑪、⑫欄は必ず記載されて

いなければならない。

-認定

障害の程度は、高次脳機能障害の症状である記憶障害、注意障害、遂行機能

障害などがあり、重度の自発性値下と遂行機能障害により日常生活において

自発的な活動がほとんどできない状態である。

日常生活能力の判定は、「朗言や指導があればできる」ヌは「朗言や指導を

してもできない若しくは行わない」であり、日常生活能力の程度は、「精神障害

を認め，日常生活における畠のまわりのことも、多くの援助が必要である」

状態であることから、「日常生活が著しし1制限を受けるか、又は日常生活に著し

い制限を加えることを必要とする程度のちの」に該当すると認められるので、

2級 16号と認定される。

-38-



高次脳機能障害 3級の認定事例

-39-



様式第t四号の4

O 。。O 

|生年月日 P143年 6 月初日生日|四1I③女氏(7~#;名" 
O O O O 

住所 010101了101010101 0 0 額 O OFO  O O 

① iI; 時 @輔の発生年月日開間呈Iil 21 年 5 月 15 日繋(字襲見警幸田 弘町咽一宿 舎ね頁
障害の原因と .t<*.A昌 紘 宰

一病名 @伽22摂医 師陣 21 年 5 月 15 日究明即時 制
ICD-I0コード( F06) の診捷 た日

置FEA吉Z24F官、?品、平成 年 月 日程症状のよくなる見込・・・有 無・不明 軍既往症

⑦ 陳述者の氏名 0000  請求人止の続柄 章義 聴取年月日 21 年 7 月 15 " 

手成ZP千5月158"1.慣晶、告義ft宰-(-1号産 00十央晶此で歯止通商肱痛且単Kよる〈も膜下:l;Aど骨骨され‘ク'Jツピシグ争

就発及び病学治か・政療ら現の労経状在過況まで等、の内病容歴. 荷をまけた。街仏からまEるf悼の峰!I.宰を拍坊されるようιキ札晶次届割~I，字時宰ヒ l-r語，\.. IJ...、ピリテーいショるシ杭を晶生ず越あするる~"め書院ι転詑t
t，.判埠時7弘、自主 主措を蛙続寸るどども仏坑雪組成A祖 章持4ζ早え刷tζ通ーヲτ

，J!l 
問、
その他番考となる事項

てだt〈きl 

@ 診 1ι怯時宰， ('*1車宰.進行止枇降客手の晶及脇揖眠時宰を丞めた.

に断お書け作る成初医診療時所機見関

初訪年月目

品川 711158]

⑨ ア 発 育 ・ 聾 育 歴 イ教育歴 ウ職歴

等育こ(凶れE生E及まかびでらのこ発れ発育育まので園状養の況職育や歴歴敬
持i、肉還をL 4中高そ乳不学学の児就校校校飽期学({(〈普普主通通軍稔宝軍学学経級軍泊〉・官予特特特別別別支支支援援援学学学畿級校・》特特別別支支援鑓学学佼校 } } 事*l~"lて会;11'"持Lτいたー

を
.< 

エ治療歴(書ききれない場合は⑬ f備考j欄に記入してください.) (※ 同 医療機聞の入院田外来は分けて記入してくださいー)

医療機闘名 治療期間 入院・外来 病 名 主 tt 療 法 転帰{軽快悪化'不蛮)

oot央為枕 21年 5月-2/年 7月 2事 ・ 外 来 くも膜下ot.A 手冊、 'J'、ピ'Jテー手ョシ 持快

00すJ.錨~~急成 21年 7月-22年 q月 ~昂・外来 ..玖椙l"lut客 'J'、ピリテーをョユ， 揖検

" 22年'月~ 年 月入院~ JLAえ脇l~ltft客 え輔帥，ト*'通/.t ネ車

年 月~ 年 月入院外来

年 月~ 年 月 入院・外来

⑩ 障 害 の 組 態 (平成 22 年
" Il 

30 目 現症)

ア現在の病状文は状態像(該当のロー7 数宇、英数字をOで囲んでくださいー} イ 左記の状態について‘その程度・症状・処方栗等を具体的に記載してくださいー

町田のE幸断書の記E時との比較(前回の障問書豊作悪成化ししてていいるる場合""入して〈ださい.) tbもl年畠内れのる退命健畠ヒ易産且皐の背骨健畠'<Ih吋いて最i止の:1;阜

1 変つ思そ自状考叡の化態企な飽回運図L( 動剖止 2 改善している 3 i!l(tL. -C~'ð 4 不明
事 こヒボ9い。

I拘う ~十fき'oF ""oli -t 1ζむらがある。1 A!'.:lit. iI:t!I:iI.!l: 2 車希I雄亮性念慮、興奮 3 憂うつ気分
4 11IJ!1:lI':1E 作1;'ζ時向。司、かる.同時f':;::::..-，のこど，<でき辛い.
6 t"q;!:1! ( ものどどの低先噸品o{-'け色れない.

E そ417う行観状そ主歯為の奔む他迫逸{ 26 多易弁経性多動被東園佳3克進気分{感5情)跨の大異芸常怨な高鍋 車雌性

} 

E 幻15覚割幻著覚絶し状い態奇臭省な事2行為妄偲 e 3そのさ他せ{られ体重食 4 思考形式の障害
) 

lV 締15自神運興動そ喧奮動の励奥行他為奮{状625及び唇6唇迷迭自の侮状箇3 短7絶然動短食‘無反応4 誠裂思考

} 

V 統41合失そ自調開の盛他等{規遭状態z 感情の平.." 3 意欲の減退
} 

羽 意義障孟て害aんaか・Rて濁ん易んか作ん15 2 6(夜伺不〉協せ単ん車婁 3 そもうろう( 4 館誕
7 の他 } 

且てんかん晃作の状態京発作の.イブ"記入上の達章帯周
1 てんかん亮作のタイプ ( A • B . C . D) 
2 てんかん亮作の頼度[年間 園、月平均 回‘量平均 回程度)

百 知能障知認高害的知次庫等障脳害機1 ァ " 度度 イイ 中中等等度度 ワウ 重量度度 zエ a最世重重度度
2 iS:I3la. 7 笹
3高次脳盤障害

学φ習障害記失行陣ア震容発イみ($イ認注寄意時②り計算遂行融ェそ関の他カ 社会的行脚害
4 き
E その他[ ) 

咽発達障害菌室症状
1 相E的な社会関係の質的障害 2 言語コミュ=クーシ冒ンの障害
3 限定した帽問的で反種的な関心k行動 4 その他〈 } 

町 人41格そ聖欠他陥の状位症陸状等 ( 2 無菌L 3 無為

x a1周乱依用存等(粟2物等依名存 ) 

氾その他〔

L 

書(精神の障害用)

本人の障害の程度Eぴ状瞳に無関係な閣には記入する必要はありません.(祭関係な掴は、斜線により除潟してください。)

-40一
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ウ日常生活状現

i 家庭及び社会生活についての具体的な状配

(ア) 現在の生活環境(韻当守するもの一つをOで囲んでください。)
入院 ・入所且 C孟宅〉目その他

(施畳名 } 

同居者の有無(有 ・〈亙))

(イ) 全般的状況(家族及び車族以外の者kの対人関係についても

具体的に記入してください固)

[ 寧帥帥輯批ヒ

2 目常生活能力の判定{酷当するものにテエツクして〈ださい.) 
〈判断にあたっては唱単身で生活するとしたら可能かどうかで判断して〈ださいー〉

(1)適切な食事与「安僧などの準銅も含めて適当量をパラシス1<領るこ&がlまlまできるなど.

自契約にできるが時 号嘉納かっ適亙に行う 助言令指奪をしても

口できる 固には助言令指導を右l 口 Eはできないが助言や 口できなも唱し〈陪行
要をする 信 わない

(2)身辺の璃潔保持一洗面洗髪 λ裕寄の身体の修生保持や着瞥え等ができる.また

菌室の前踊~片付けができるなどa

自発的にできる泊勾寺 自発的かっ適亙に行う 助言や指導をしても
口できる 日"は助言や指導を，.口こkはできないが助言 口できなを惜し〈は行

要どする や指導があればできる わない

(3)金銭管理と買い物ー金銭を磁力で適切に管理し、やヲ〈りが1ま"できる且また 人で

買』吟ーが可飽であり 針頁的な鼠も鳴がl剖ぎできるなど.

口できる
おおむねできるが吟 助言令指導をしても助言令指坊があればで

日にほ防省や指導を..口きる 口できない宥しくは行
要とする わない

(4)通院と腿裳(袈・不要} 鰻則的 ζ退裳や坦棄を行い病状等を主治医"伝えるこ&が

口でき奇

できるな..

日 EEBEE2422口助言令指導があ同で 口号EZREttzE
きる

裏Jとする わない

(5)他人との意思伝遺及び封入関係ー他人の筒を闘〈 自分の倉患を相手に伝える集団

h河7動が行えるなど目

ロできる
おおむねできるが時 助言や昂導をしても

回叩胴や指導を必口器輔噂があればで 口できないれ〈は行
要とする わない

(5)身置の安全保持及ぴ危梅対応一事故等の危険から身を守る能力がある、温F智と易なる
事隼となった時"他人に援助を求めるなどを含めて
造互に対応するこ止ができるなど且

口できる
おおむねできるが時 助宮令指導があればで 助言キ楕司憶をしても

口には助言令指導を必日きる 口できなも惜し〈は行
要Jとする わ"ぃ

(7)社会性-iIl行での金銭の出し入れや公共盤艮等の利用が一人で可能.また、社会生活iと
，.，雇な手続きが行えるなど.

口できる
おおむねできるが時 助言や指導をしても

日に醐酢開制口E?闘があれほで 口できなU噌し〈師
要kする わない

3 日常生苦情力の祖度{曲当するもの一つをOで囲んで〈ださい. ) 

来日常生活能力の程農を記毒する際には、状盤をもっとも適切に
記載できる(精神崎容)又は{知的障害)のどちらかを使用してくだ
さいa

{精神障害)
(1 ) 精神障害(病的体昼食田残企症状・詔知障害・性格変化等}を認め

るが、社会生活は普還にできるa

l (2j 精神障害を'8め、家庭内での日常生活は普通にできるが、位
、ー〆会生活!とは、援助が必要である.

(たとえ限、岡常的な家事をとなすこ&はできるが状況や手周が変化した
りすると閤鯵を生じるこkがある 社会行動や自費的な行動が適切に出来
ないこ kもある.金鈎管理はおおむねできる場合など}

(3) 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが 時
に応じて観助が必要である.

(たkえば習慣化した外出はできるが家事をこなすために助言や指司憶
を必要とする.祉会的な対人交旋は乏し〈 自発的な行動に図躍がある
金銭管理が園鯉"場合I~~. ) 

(4) 精神障害を認め、日常生荷における身のまわりのことも、多〈
の援助が必要である固

(たとえば、箸し〈適亙金欠〈行a闘が見受けられる.白夜的な提言が少な
いあ。ても莞言内審が不適切であったヲ不明瞭であ。たりする.金銭管
理ができない揖合It.l:!.】

(5) 緒神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、
常時の侵助が必要である.

(たkえば.家庭内生活陀拘いても、食事や身のまわりのこ止を自礎的!と
するこ!:IlE-できない.また、在宅の撞舎に還民等の外出"陰付き長いが
必要な場合l.ll!.) 

(知的障害)
(1) 知的障害を認めるが、社会生活は普通にできる.

(2) 知的障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、
社会生活には、援助が必要である。

{たkえば簡単な漢字位陣み書きができ、会館も意思の謙虚が可能で
あるが、鈎拳劫なことは建しい.身辺生居も一人でできる程度}

( 3) 知的障害を認め、家庭内での単純な臼常生活はできるが、時
I~応じて揖助が必要である。

〈たkえほ ど〈簡単な践み書きや計縛はでき助言"どがあれば作業は
可飽である目具体的指示であれば理解ができ、身辺生辰についてもおお
むね一人でできる程度}

(4) 知的障害を認め、日常生訴における身のまわりのことも、多〈
の置助が必要である.

{た.えば 簡単な文字キ数字陪理解でき 保護的.. ，露であれば単純作
業は可飽であるE 習慣化していることであれば言葉での指示を理解し
身辺全信についても舘分的にできる程度】

(5) 知的障害を認め、身の言わりのこともほとんどできないため、
常時の撞助が必要である.

(たとえぽ、文字令書院の理解カがlま企ん2餐〈 闘車な手伝いもできない.
言葉によ.uの疎通がほkんど不可飽であり、身辺生活の処理も一人
ではできない程度》

エ現昼時の就労状況 lオ身体所見{神経学的な所亘E吾吾:l
。勤務先 ・ 般企業 ・就労支置施設 田その他

C雇用体系・障害者雇用・一般雇用 自営 その他

0勤肢年数{ 年 ヶ月)

Oひと月の給与{

O仕事の内容

0仕事の頻度{適に冒月に 日}

円程度)

O仕事場での援助の状況や意思疎通の状況

@ 

方臨床検査{心理テスト・底知観査知能建奮の埴合l弘知能指数.精神年齢を含

WAlS-Jll :V/Q刊目P/Q78.F/Q87 WMS-R:V"b，151. Vi，"，158. 
Genera!5S， AtfenHon96. Detayed制定耳、臨

キ福祉サービスの利用状況{障害者自立支援法に規定する自立訓練、
共同生活援助、共同生活介護、在宅介護、その他障害福笹サービス等)

以;辛結晶~組事章玲ι不定馴tζi亙勺τいる、

ZEZ252龍号| 自菅生法治謁atc6は低下l-r削，かろうじ-r~ .i.l止生f告は皐Tいるが、通宜故助凶暴f晶ム

岨ず包λして〈ださい:" I 結晶寺号持ιl~、脱するとt~，忠皐辛い.

@ 

予 桂
(必ず記入して〈ださ

い.， 
@ 

借 考

同様内状態。{~尭<t寺えι料る。

上記のとおり、診断します. 平成 25年 3月 5日

病院又は診療所の 名称 00中止鎚~;i亀肱

所 在 地 00中00・v
診療担当科名

医師正名
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<高次脳機能障害 3級>

(位記〉

O 本例は、初診日が「平成21年5月15日」であるので、障害認定日は，

1年6月後の「平成22年 11月15日」となる。この診断書の障害の状態

は、平成22年11月30日現症のもので、障害認定日から3月以内の診断

書であるので、障害認定日の障害の状態はこれで確認できる。

O 傷病は.r高次脳機能障害」であるので，⑩、⑪、⑫欄は必ず記載されて

いなければならない。

-認定

障害の程度は、高次脳機能障害の症状である記憶障害、注意障害、遂行機能

障害などがあり、日常生活活動能力は値下しており、かろうじて自立しだ生活

ができているが適便援闘が必要となっている。また、軽易な労務にしか服する

ことができず、労働に支障をきたしている。

日常生活能力の判定は、「時には闘言や指導を!必要とする」又は「助言や指導

があればできる」であり、日常生活能力の程度は、「精神障害を認め、家庭内で

の日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である」状態である

ことから、「労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えること

を必要とする程度の障害を残すもの」に該当すると認められるので. 3級 13 

号と認定される。
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文書区分
平成 25年 5月31日

給付情 2013-52

言，高z 霊告 書，.，. 

障害認定基準及び診断書等の日本年金機構ホームページ掲載

(情報提供)

本部 ブ口ツヲ本部 事務セン告ー

宛先
高

部蘭係 理部管 部相給 震
厚年 厚年

国年 年給 記録G G 

全 義 車年 G 。G 

。 。 。
|本部関係部年金服部、障害年金業制

旦位二盤量

年金事務所

突合
通E 適量

課徴収 年課自 記録課 覇軍
G 書 』年ま

車提供先
社労士

健霊会J ‘ 

告 会

。| J J 

国民年金 E 厚生年金保険障害認定基準(以下「障害認定基準」という。)及び診断書等を日本年金機構

ホームページ(以下 rHP Jという。)に掲載しましたのでお知らせします。

ポイント(内容)

0 掲載書類及び掲載場所

HP掲載書類及び掲載場所は以下のとおりとなります。障害認定基準及び診断書は、平成 25年 6

月1日から障害認定基準が改正されるため、それに伴う変更となります。

掲載書類 掲載場所 HP iIi面
障害認定 全体版 トップページ>年金を受給している方こ 別紙1

基準 第 1節 目毘の障害 れから請求する方>障害年金 障害の状

第B節精神の障害 態になった方障害認定基準

診断書 眼の障害用(ケース 51) トップページ>申請・届出様式>年金受 別紙2

精神の障害用(ケース 54) 給者(老齢年金・障害年金・遺族年金Jに

呼吸器疾患の障害用(ケース 55) 関する届出・手続き>ケース 51、54、55

関係書類 受診状況等証明書 トップページ>申請 E 届出様式>年金受 別紙2

受診状況等恒明書が添付できない 給者(老齢年金・障害年金・遺族年金)に

申立書 関する届出・手続き>ケース 57

照会先

年金給付部給付企画グループ
(担当)j度遣、桂

(連絡先) (直通)
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年金について胃国民年金・厚生年金保険障害認定基準|日本年金機構
見IJ紙 1

@日本年金機構
's"! 「直百官一'~J'&.z;.皆目一問団

CllI冨!'MW- 文字駄目困回~
日本年金側禍について ア=ユアルレポート{年次帽告唇日 銀周情報

|?細部.主主郡伊| 事車問 | 軸 _1申E問問|銅臨時阻| 年諮2口|

市民主J厚生年ザ平戸戸苧干 ] 
4-5-20-6761 更新日:2013年5月31日印刷用ベヲ

申請・手続告在調べる
平成25年6月1日から、障害基礎年金、陣喜厚生年金の障害認定基準が一部改訂され

20閣になった方 | ました固

年金に加入してい盈{する}方

事築主の方 i 

年金を筒求する方 I I国民軸，厚生年金融障害 認 定 基 準 { 主 醐 ) 胆
年金受給警の方 l 

海外に居住する方

年金相談をする方

年金のζとを濁4る

年金制度全般

加入と俣験料納付

国民年金

厚生年金保験
〈健康保験{鴎会けん司〉

年金の受け取り

老齢年金

陶書年金

温盤牢金

その他の給付

こわ"，'6受臆する方 (60-65O.)

社会保鳳協定

各種符例法

|週却酌闘を附
《ねんをん定持眠や年盆箆艦者
あて醤量唖知"ど}

|軸臨胡ぺる
【ねんをんネット}

直隆日高寸

偉El.!'YI-

産計器密塁21
アヲセスラジキング

1位年金のことを田ペる

2位 申 請 量 出 嵯 式

3位IAA¥担盟主主盟主ニ
4位国民年金保険斜

S位保験料を納めること

岨宣畳笠盟亜盟ニ
7位 Zれ"、ら受給す否方

覚を見る

2 傷 病

3 初診日

4 障害認定日

5 傷病が冶った且瞳

6 事後重症による年金

7 基準害病基準陣吾、はじめてZ岨による年金

障害認定に当たっτの基本的事項

1 

2 認定由時期

3 留置の方建

障害等組認定基卓
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年金受給者(老齢年金・障害年金・遺族年金)に関する届出・手続き|日本年金機構

ケ-;<;48:置隼厚生年倉田実描が惇直吉れていた方が呈けSれるよラになったと曾

遭悠年金畳結権者宣桔惇止事由油掘届(POF距式:34K町

ケース.49:民富笛置腫昌礎年金または富岡年金安値権者tfi年金を盟防れ8なくなっ

たとき

国民年金聖給障者支桔停止事由該当属(PDFW式 126KB) 

ケース50:控室僧遺族昼礎年金または轟周年金要結権者が年傘を受付れ6るように

なったとき

国民年金置轄権者支輯停止事由消踊眉(PDF毘式:24KB) 

T上IC戻る

年金請求に使用する診断書・関連書類

※下記の珪軍事閣を必ずお読みください.

ケ-A51:眼申障害用申診断書を蝿出するとき

診断書(眼由障害用)(POF形式目 1.421KB)

診断書 (8唱の障害用)(自由形式 447KB) 

記入上回注意{臨由障害用)(POF陣式:539KB) 

記載聖簡(眼由陣書用)(POF形式 492KB) 

ケース52:由貿昆瞳圃純平衡盛揖・そしゃく田幅下・貫屈曲院叩陣書用の診断

ーを哩出するとき

替断言(聴覚.Iij直畑龍田平衡感貴田そしゃく田町義下・言語蝿能の障害用)(POF 

監主立主堕i
診断書(聴覚目鼻唖噛能・平面感貴田そしゃく・噸下‘言語機能由障害用)(Excel 

竪主斗豆堕i
記入上自注意{瞳晴・属鹿櫨能・平街畠覚田そしゃく目時下・言語檀能回障害用)

立OFI!l主斗旦盟i
記載要事買{暗覚・屍腔機能回平衡感貫目そしゃく・鴨下・言語揖龍の障害用)

空豆互主斗竺盟i

ケース53:臨休咽問書用の惨聞置を提出するとき

診断書(肢体の障喜用)伊OF形式 l，044KB) 

診断書(民体の障害用)(Exce彫式 925K町

記入上司柱車(肢体の障害用)(POF陣式 155KB) 

記載聖簡(肢体の障害用)(POF陪式:1，975KB】

ケース54:帽神白聞書用の診断曹を担出するとき

診断書(潤神の障害用)(POF形式 361KB) 

詰問書(精神田障害用)(Exce即式:249KB) 

記入上田注意(精神白障害用)(POF昨式 B4KB) 

記載要領{精神の障害周)(POF形古:63BKB) 

タ-， 5̂S:曙岨器喪泉町障害用の診概置を揮出しようとするとき

詩断書作手0&器疾患由障害用)伊OF限式 2，S52K町

診断書[時四器疾患旬障害用)(その他由孔式:2SSKB) 

記入上由連軍(珂吸器産患の障害用)(POFI!l式:59KB) 

記載要領[呼岨器疾患の障害用)(POF陪式:663K回

ケース56:血漉置血盟 そ由他の障害閣の惨聞曹を蝿出す吾と曹

診断書(血糧蓋血器その抽の障害用由障害用)(POF陣式:4.610KB) 

嘗断書(血液量血器・その他m捧書用由障害用)(Exce昨式 242KB)

記入上の出量{血渡造血器その他の障害用の障害用)(POF陪式:167KB) 

記載要領(血清・造血器・その他の障害用の障害周)(POF形式:1，428KB) 

ケース57:畳惨状出管証明置を担出しよラとするとき

畳語状況箸証明書(PDF形式 75KB】

受割犬況簿証用曹が置付できない申立書(POF形式:122KB) 

T上E戻る

炉正ついての注意点

-45-

別紙2



文書区分

重

要報告 急緊

平成 25年 6月10日

給付情 2013-59

業管情 2013- 1 
要度高

成年後見人等の事務移管にかかる事前

意見照会に対する回答(情報提供)

本部 フ口ツヴ本部 事務セン告一 年金事務所

宛先
富

関係部 管理部 給部相 徴適部

厚年 厚年
年固 年給 E録a 突 適E 適用課

課徴収 謀固年
書

相
G G 

合 醸室全 総務 厚年 G G G G 語 厚年

情報提供先

相談セ

話士会 健保協会 機構健保
‘ ーノ

イ旨

O 。 O O 

本部関係部

事業企画部、年金相談部、障害年金業務部、支払部、業務渉外部

E血ニ盤量
平成 25年 4月12日【給付指 2013-62]【業管指 2013-4]r成年後見人等の事務移管にかかる事前意見

照会 I(指示・依頼)により、各ブロック本部より提出いただいた意見に対する回答を情報提供します。

ポイント(内容)

O 意見及び回答は、別添 1及び別添2のとおりです。

・(別添1)意見に対する回答〔内容別〕

・(別添2)意見に対する回答[フロック本部別〕

O 業務処理マニュアル及び業務取扱要領については改訂を行い、後日お示しします。

照会先(事務処理全般に関して)

本部年金給付部給付指導G

担当 佐竹

連絡先 圃・・・・・圃(直通)

本部年金給付部給付企画G

担当 西傍
連絡先___c直通)

-46ー

照会先(後見人等に関して)

本部業務管理部業務調整G

担当 草場、押山
連絡先___c直通)



4晶、d

項番

2 

3 

4 

5 

内容

事務処理内容

事務処理肉容

事務処理内容

事務処理内容

事務処理内容

意見克
ブロック本部

南関東

南関東

近畿

中国

近畿

(別添1) 

意見に対する回答〔内容別〕

意見 回答

システム改修後事務処理として支払機関・口座名義変更

シるでのスこ、再年とテ交な金ム付く証改、申書別修請途の後時写、はに口し、、座受のカ名給源ナ義権付氏の者I名主畳原不を録戻簿要すがのとな作可カりナ能業ま氏がとすな名不(り欄年要まを金とす便な証のる扇書たす
時の証書の取扱いについて明確にしていただきたい。
(証書を添付させる必要があるのか等)

め)。

全国の事務処理が統 されるわかりやすいマニュアルの マニュアル改訂時1:::、事務処理肉容を明確に記載しま
作成を希望します。 す。

テ住ム民改基修本後台l帳ま『に届よ書るコ住ー所ドの89更B新Jに停よ止る処処理理にがつ想いて、シス システム改修後も届書895号の提出は必要であり、入力
定されて 処理に使用する眉書コードがr898Jに変更となります。

いるにもかかわらず、フロー図では届書895号の提出を 改訂後のマニュアル等は、平成25年8月にお示しする予
求めているように見えるため、事務取扱を明確にお示しく 定です。
ださい。また、取扱の変更によりお客様に対する説明や
提出書類の案肉を変更する可能性があるため、早期にマ
ニュアル(案)・取扱要領(案)をお示しください。

P2の3(2)、P4(2)について、今後届書895号の処理は不 システム改修後も届書895号の提出は必要であり、入力
要になるということで良いでしょうか。不要となる場合は、 処理に使用する届書コードがr898JIこ変更となります。
今まで後見人等の理由で住所の更新停止をしていた方 通知書等送付先を後見人住所から受給権者住所へ戻す
は、自動的に解除になりますか。又は解除申出の勧奨を 時は、その旨の変更申出書と併せて届書895号(更新停
送付するのでしょうか。 止解除の申出)の提出を受けることで、眉書コード898に

より解除処理を行うことになります。
自動的に解除になることはないため、勧奨送付も行いま
せん。

現状として成年後見人の取扱いL関する事務所から事 改訂後のマユアルに、事務処理肉容を明確に記載しま
務セン告ーへの問い合わせが多く、処理を行う機会が少 す。
ない事務所にとっては、現行のマニュアルや取扱要領が
解りにくいものであると思われます。 的確なお客様対応
のため、より解りやすいマニュアル・取扱要領の作成をお
願いします。



よ益。3

項番

6 

7 

8 

9 

10 

11 

内容
意見元

フロック本部

事務処理内容 近畿

事務処理肉容 中国

事務処理内容 四国

事務処理内容 四国

事務処理内容 四国

事務処理内容 四国

意見 回答

未支給年金などの給付1:::おける後見人あて通知及び管 宋支給年金の支払にかかる事務取扱I立、現行通りで変
理口座への支払について、システム改修後も従来通りの 更はありません。添付書類と併せて、未支給年金請求書
取扱いでよいか明確にお示しください。また、事務所入 を本部へ進達してください。
力になる場合には、早急にマニュアル(案)・取扱要領
(案)をお示しください。

P26の複数の年金受給者について、 つが本人名義しか 口座名義i立、現行同糠種類での取扱となります。
できないゅうちょ銀行で、他方が後見人名義の金融機関 撮込不能となった場合の再振込の流れは、通常の振込
である場合も振込不可でしょうか。また、振込不能となっ 不能と同じです。
た場合の再振込の流れは通常の振込不能と同じでしょう
か。

金融機関(ゅうちょ銀行含む)1:::よって、口:と座トラ名ブ義ルのに表な記る 変更後の口座名義は、基礎年金番号ごとにする収録す
方法が遣うケースがあり、窓口でお客様 る る仕様となっているため、年金コードごとに指定すること
ケースがあるため、年金コードの種類によって口座名義 はできません。
を指定できるようにできないでしょうか。

各拠点に事務が移管される」とに伴い、マニュアル等の 平成25年8月を目途!日改訂後のマニュアルをお不しする
配布を予定されていると思われますが、統一的な事務処 ことで、事務処理肉容を周知する予定です。
理体制の確保は、担保されているのでしょうか。
レアケースも含め、対処方法・対応方法について、マニュ
アルへの記載をお願いします。

処理サイクルについては、業務スケジュルの諸変更締 業務スケジュルの諸変更締切サイクルと同様です。
切サイクルと同様でしょうか。

受給者原簿に成年後見人等の登録をされている場合、 不適格により後見人等を解任されるケ スもあり、変更
支払機関・送付先変更の届出には、『後見人等であること 申出書提出時点で後見人等に選任されている事実の確
を証明するいずれかの書類」の添付がなくてもよろしいで 認が必要となるため、証明書類の添付は省略できませ
しようか。 ん。

2 
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項番

12 

13 

14 

内容

事務処理肉容

事務処理肉容

事務処理内容

意見元
ブロック本部

四国

四国

九州

意見

支払機関・送付先)変の更みがも伴可わ能ずと、解成釈年し後て見よろ人し等いので畳し録ょう
(届出書コード898
か。その場合、成年後見人等の登録のみ届出書の作成
をお願いできないでしょうか。また、成年後見人等の連絡
先について、住所の畳録もできないでしょうか。
成年後見人等の登録がされていれば、相談マニュアル
(来訪編)での相談対応で記載されているように、受給者
原簿で成年後見人等であることが確認できる場合は「畳
録証明書』または『裁判所の審判書の写し+確定証明書』
の提示の必要がないため、窓口での相談対応に入りや
すく、また、電話での問い合わせの対応範囲が広がると
思われます。

シスTム改修後の『後見人情報・受給権者の住民票住
所・口座名義照会画面』に支払機関・送付先変更が伴わ

ず後見人情報が登録主表さ示れがたさ場れ合4、「受給権者原簿記録回
答票JIこ後見人畳録表 ると解釈してよろしいで
しようか
(事務処理概要への追記についての意見 5)

指示・依頼の28ページの変更申出書に添付する添付書
類についてですが「審判害の謄本(写し可)J (※審判確定
書は無効です)とありますが、年金相談マニュアル(来訪
編)の28ページでは相談時の確認書類として「審判書
(写しも可)+確定証明書』とあります。提出時では確定
証明書は不要(無効書類)として、他方、相談時には確定
証明書も必要というのは両者に阻臨があり、内容的に統
ーしないと窓口トラブルにつながる恐れがあるのではな
いでしょうか。マニュアルの阻臨の明確化と、事務処理概
要の文言の整理をお願いしたい。

3 

回答

受取機関・送付先変更を伴わない後見人等の収録のみ
を行うことも可能です。この場合においても、後見人等か
ら変更申出書(同様式)及び証明書類(r畳記事項証明
書』または『審判書の謄本(写し可)+確定証明書J)の提
出が必要となります。
また、後見人等の連絡先は、必須情報として電話番号を
収録します。住所は、通知書等送付先を後見人住所へ変
更する場合のみ必要な情報であるため、必須情報として
の収録はできません。
なお、後見人等情報を収録できる者は、成年後見人・保
佐人・補助人・任意後見人・未成年後見人・不在者財産
管理人に限られます。
システム改修後は、受給権者原簿の住所欄にr*J表示
があり、かつ、後見人情報・受給権者の住民票住所・口
座名義照会画面に収録されている後見人等氏名と相談
申出者である後見人等の氏名が一致する場合に限り、後
見人等であることの証明書類(r登記事項証明書」または
「審判書の謄本(写し可)+確定証明書J)の提示は不要
とします。
項番12のとおりです。

変更申出書に添付する証明書類1::ついて、書現の在謄『審本判〔写書
の謄本(写し可)Jとしているところを、「審判
し可)及び審判の確定盟明書JIこ訂正します。マニュアル
改訂時にお示ししますので、当面は現行通り取り扱ってく
ださい。
後見人等選任の審判は、後見人等が審判書謄本を受け
取ってから2週間の聞に即時抗告(異議)の申立てがない

場合に確定にしま代すわ。り後財見産人管等理はを、行審う判こがとが確で定きしるて権は限じめを
て受給権者
有するため、証明書類は、審判書の謄本(写し可)に加
え、審判の確定証明書も必要となります。
なお、審判が確定した後に登記が行われることから、登

記り)事肉項霊明書は、単独で毘明書類となります(現行通



01 
Eコ

項番

15 

16 

17 

内容
意見π

フロック本部

事務処理肉容 九州

事務処理内容 九州

事務処理内容 九州

意見 回答

(事務処理概要への追記についての意見 3) 後見人等が選任されている聞に受給権者本人が行った
r6.よくある質問』に、『後見人等を届け出たあとに、受給 法律行為は、取り消し得る行為となります。よって、受給
権者ご本人(委任を含む}が届出をする二との可否JIこつ 権者本人から届出があった場合は、後見人等に連絡を
いて明記をお願いしたい。 とった上で、後見人等が解任されていない状態であれ

ぽ、後見人等からの再提出を促してください。
後見人等が選任され、財産管理に関する代理権が付与
されている聞は、受給権者の署名だけでは申出ができ
ず、後見人等の署名・抑聞が必要となります。
上記内容については、改訂後のマニュアルに記事Eしま
す。

(事務処理概要への追記1:::ついての意見 4) 任意後見受任者は、受給権者本人1:::代わって財産管理
年金給付の届出ができる後見人等の種類に表記されて ができる人に該当しません。任意後見監督人が選任さ
いる成年後見人同保佐人・補助人・任意後見人・未成年後 れ、任意後見人となった段階ではじめて届出ができますロ
見人・財産管理人と思われますが、これら以外の任意後 取扱に注意する事例については、整理した上でマニュア
見受任者でのフリガナ変更されている場合がありました ル改訂時に別途お示しします。
が、その場合、何か取扱いに注意することがあれば事例
として明記をお願いしたい。

(事務所受付時の確認について) 添付書類、記入事項等については、業務処理マニュアル
事務所の受付のほとんどが添付書類、記入事項、押印 で確認をお願いします。
等不備の状態でセン告ーに送付され、センヲーからの返 事務移管に伴う改訂後の業務処理マニュアルは、別途お
戻が多〈発生しています。年金事務所での内容点検の徹 示しします。
底が必要と思われ(リーフレット等を事前確認の参考とす
れぽ返戻防止できると思われます)。
特に、支払機関・口座名義変更届害については、不備が
多いと思われます。事務所受付時の適切な対応の周知
が必要と思います。

4 
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項番

18 

19 

20 

21 

22 

内容

システム仕様

システム仕犠

システム仕犠

システム仕様

システム仕様

意見元
ブロック本部

北海道

近畿

近畿

北海道

近畿

5 



c11 
1¥) 

項番

23 

24 

25 

26 

内容

システム仕様

システム仕様

システム佐穂

システム仕様

意見元
ブロック本部

南関東

南関東

南関東

近畿

意見 回答

新規裁定請求書入力時に畳録できるシステムとしていた 年金請求書とは別に変更申出書が援出されるため、シス
だきたい。 テム上も新規裁定処理とは別に諸変更処理として取り扱

現r4行』入の力事に務て処対理応とししてていはる、新規請求人力の際、支払保留 うこととします。
」 が、システム改修後も711入力 新規設定処理とその後の諸変更処理は、同一サイクル

時に同時入力ができるようには読み取れない。証番が 肉で完了するよう業務スケジュールを確認の上、入力願
たってから841，899等入力するのであれば、締日によって います。同一サイクル肉で処理が完了すれば、年金支払
は初回の支払いに影響が出てしまうと思われる。 に影響は出ないため、支払保留r4Jの入力は不要です。

別添1-4ベ2)受給権者原簿画面1:::ついて 受給権者原簿の構成上、後見人情報の有無を表示する
システム改修後の画面表示について、住所欄のr*Jのみで ために必要かつ最小限の範囲で、システム改修を行うこ
後見人情報(登録)の有無を判断することとなるが、氏名 ととなりました。文字の色表示も経費的に困難であるた
および住所に後見人情報が表示されていない場合に見 め、住所欄のr*J表示をもって後見人情報を確認いただ
落としてしまう可能性があるため、氏名や住所の色を変 くことでご了解願います。
更するなどの機能を追加してほしい(後見人情報がある
場合、該当氏名や住所の文字表示が青字になる等)

別添1-4，ベ2)処理内容について 改定記録画面1:::変更履歴は収録されません。
通常の住所変更や更新停止処理と同様に、改定記録画 変更履歴は、『後見人情報岡受給権者の住民票住所・ロ
面に変更履歴が収録されると解釈してよろしいか(変更 座名義照会画面』で表示される仕犠となっており、同直面
蹟歴や処理した課所が確認できないと、以前の経過を確 で入力課所も表示されます。
認しなければならないような場合に支障があるため)

管理口座名義や別送先住所の登録Lついては文字数が 口座名義は、半角カナで50文字まで入力可能です(振込
多くなるため、 r届書コード899Jの入力可能範囲につい デ-$1の表示は、 25文字固まで)。
て、十分な文字数の確保をお願いします。 別送先住所は、住所変更処理(届書コード841)で入力す

るため、文字数は現行通り46文字までとなります。

6 
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項番

27 

28 

29 

30 

31 

内容
意見元

ブロック本部

システム仕様 中国

システム仕様 四国

システム仕様 四国

システム仕様 九州

システム仕様
DV被害者

南関東

意見 回答

後見人名義の口座を899号で登録処理する際、年金太郎 3つ以上に分かれていても、それにあわせて入力可能で

成年後見人年金花子のように名力義?ができ3つま以す上でに分かれ す。
ている場合は、それにあわせて入 しようか。
それとも受給権者氏名と同犠に2つにしか分けられませ
んでしょうか。

シ所ス"口テ座ム名改義修照後会の画『後面見Jで人登情録報百ー受の給表権示者ほのさ住れ民るの票で住 「更新年月日」・I取消年月日」が表示されます。

しようか。

すでに機構本部Lおいてデータ管理中の被成年後見人 システム改修前約2か月の聞に処理された者を除き、平
等の受給権者についても、システム改修後の平成25年9 成25年9月からの照写となります。当該約2か月間の処理
月からの照写になるのでしょうか。 者については、システム改修後最初の諸変更処理締切

日までに照写する予定です。
なお、後見人等氏名と連絡先(電話番号)I立、現行ンステ
ム上、デ-51管理を行っていないため、平成25年9月以降
も照写はされません。

(その他・・・システム上の件) 現行通り、受給権者(被保険者である場合を除く)の場合
受給者原簿記録の住所変更をした場合、基礎番(020眉 は、基020画面にリンクする仕様となっています。
害等)画面の住所とリンクするようにシステムの改修をし
ていただきたい。(被保険者は除く)

指示・依頼 3 関連事項について 入力コ ドは、面Iで89の8J処となります。
DV被害者にかかる住民票住所についても登録が可能と また、入力函 理名は「後見人情報・住民票住所
あるが、入力コードI立r898Jで良いのか。また、 r898Jで良 登録処理」となります。 r898Jでは、受給権者の住民票住
いのであれば、処理名が後見人関連の事務処理のみで 所の畳録(契機は、後見人・DV被害者・居所者)に加え、
きるものと誤解してしまう可能性があるので処理名を変更 後見人情報の収録も可能であることから、この処理名とし
していただきたい ます。

7 
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項番

32 

33 

34 

肉容
意見元

ブロック本部

DV被害者 南関東

DV被害者
中部

居所者

DV被害者
近畿

居所者

意見 回答

指示・依頼 3 関連事項について DV被害者の住民葉住所畳録l立、現行通り本部で行いま
DV被害者にかかる進達事務に変更はないとあるが、本 す。年金事務所・事務セン事ーでの事務処理肉容に変更
年9月以降については、事務所等において、 DV被害者 はないため、事務処理フローも現行通りとなります。
の住所登録などを行い、その後進達するという二となの
か。
DV被害者に対する事務処理については、慎重な対応を

必要とするLこ、と。から、新たな事務処理フロー図等を示して
いただきた

指示依頼の3関連事項lこはシスTム改修を行う』とによ 居所者Lついては、別途住民票住所の収録を行うことが
り、居所登録者及びDV被害者にかかる住民票住所につ できるよう事務処理を整理します。事務処理手順につい
いても登録が可能となります。とあるが成年後見人等か ては、lJlJ途お示しします。
らの申し出以外の事務処理手順が示されていないので、 また、 DV被害者にかかる住民票住所登録I立、システム
記搬するベき。 改修後も本部において行うことから、進遣事務に変更は

ありません。

居所畳録者やDV被害者1=かかる事務取扱を明確にお不 居所者については、別途住民票住所の収録を行うことが
しください。 できるよう事務処理を整理します。事務処理手順につい

ては、別途お示しします。
また、 DV被害者にかかる住民票住所畳録l立、システム
改修後も本部において行うことから、進遣事務に変更は
ありません。

B 
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項番

35 

36 

37 

38 

内容

居所者

居所者

居所者

居所者

意見元
ブロック本部

東北

‘ 

東北

中国

中部

意見 回答

事務移管の見直しに伴い、本人からの居所登録の申し 居所者についても、別途住民票住所の収録を行う』とが
出にも対応できるシステムの構築を願います。 できるよう事務処理を整理します。
被災地では、行政の指導により、住民票は動かさずに また、システム上は届書コードr898Jを使用し、住民票住

仮応更設さされれ住てて宅いいにるる住方方ん等、で住様い民々る票い方はまが異す多動。〈町せ、郵村ず便を原ま局簿たへ」正がののう転住て送所の届を仮で変設対
所の入力を行います。

への入居をされている方もいることから、介護保険料等
の特別徴収を確実に行うためには、対応できるシステム
や一定のルール付けが必要です。 d

障害年金の受給者について、本人の住所ではなく、家 居所者についても、lJlJ途住民票住所の収録を行う」とが
族への通知を希望される場合があるが、後見人等の資 できるよう事務処理を整理します。
格がない場合には登録は当然できません。 ご意見のケースは居所者ではありませんが、お客様サー
特に、二十最前障害の所得連名簿の際などは、所得状 ピス向上の観点から、通知書等送付先=居所とみなした

況届が未提出となり、年金支給が保留となることが多く、 ご対応をお願いします。
家族への通知を別管理すること等で煩雑な対応をせざる
を得ない場合があり、家族からの申し出で登録がおこな
えるシステムや一定のルール付けが欲しいです。

今回の取り扱いLついては、、意方見ではもあ住り所まとせ郵ん便が物、の成送年 居所者1::ついても、別途住民票住所の収録を行う」とが
後見人等が指定されていなL できるよう事務処理を整理します。
付先を別(例えば、家族、親族等で監護されている方)に ご意見のケースは居所者ではありませんが、お客様サー
希望される方があります。そうした方々の対応についても ビス向上の観点から、通知書等送付先=居所とみなした
検討をお願いします。 ご対応をお願いします。

居所畳録者については、住民票住所の確認を行った上で 居所者については、別途住民票住所の収録を行うことが
登録を行います。となっているが、特別徴収されている人 できるよう事務処理を整理します。住民票住所の確認方
が居所登録を希望する場合は住民菓の確露は不要とす 法も含め、事務処理手順については、lJlJ途お示しします。
る。

9 
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項番

39 

40 

41 

42 

43 

肉容

変更申出書の
犠式

変更申出書の
様式

変更申出書の
格式

書類の保管

書類の保管

意見克
ブロック本部

南関東

近畿

四国

北海道

中国
. 

意見 回答

別添4 新様式について 印鑑省略ができない旨l土、変更申出書の記入例で記載
印鑑省略ができない旨記載していただきたい しておりますが、押印漏れ防止のために、変更申出書に
送付先住所欄と、住民票住所欄が並んでいるため、誤記 も記載することを検討いたします。
入しやすいと思われるため、通知書等送付先を後見人等 住所欄については、入力項目順に配置していますので、
氏名欄の下に配置するなど、レイアウトを変更していただ お示ししたレイアウトとなります。
きたい

〔別添4)1::ついて、眉書記載事項の誤認による事務処理 表示肉容も含め、記載欄の変更を検討します。
誤り防止のため、口座名義変更申出書の④「口座名義
(カナ)Jの記載欄を大きくしてください。

変更後の受取機関(届出書コーl'ドカ8ナ99で)のご記『④入口く座ださ名い義)(力 ご指摘のとおり、表記を『④口座名義(力空カナでご記入〈
ナ)Jの表記を「④口座名義(カ 」 ださい)Jへ変更します。
と記載してはどうでしょうか。お客様が漢字で記入される
ことが大半のため、後でフリガナをうってもらっています。

般の住所・支払機関変保管更の届具と別体保的管なす取る扱必い要を示があると 変更申出書、届書895号ともに保管期限は1年とし、同時
思うが、処理後の届害保 してほ に提出された両届書は合わせて編綴の上、保管してくだ
しい。 さい。

各届書の保存年限・分類を明記すること。 変更申出書、届書895号ともに保管期限lま1年とし、同時
に提出された両届書は合わせて編綴の上、保管してくだ
さい。

10 
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項番

44 

45 

46 

47 

48 

49 

肉容

その他

その他

その他

その他

その他

その他

意見元
ブロック本部

甫関東

九州

近畿

中国

中国

九州

意見 回答

別添1-4ー{21入力課所について 機構の組織規程では、受付を年金事務所で、審査・入力
システム改修後の入力課所が「年金事務所等』となって を事務セン空ーで行うこととなっているため、入力は原則
いるのは、各県の状況により事務所でも事務セン空ーで 事務セン告ーで行うこととなります。
も良いということでしょうか。(県内の取扱いを統ーしたい
と考えているため)

変(事更務後処の理「成概要への追記1:::つらのいて変の意見 1) 機構の組織規程では、受付を年金事務所で、審査・入力
年後見人等か 更申出書」は通常の を事務セン11ーで行うこととなっているため、入力は原則

「受給権者住所・支払機関変更届」と同様の入力処理手 事務セン書ーで行うこととなります。
順となります。処理主体を『年金事務所等』と表現されて
いますが、業務処理マニュアル年金給付編に照らして、
受付主体を年金事務所で、審査入力主体を事務セン宇一
で処理する旨を訂正のうえ明記をお願いしたい。

平成25年度の障害基礎年金1:::おける連名簿事務につい 昨年と同じ取扱となります。
て、成年後見制度を利用している受給者の所得状況確認
届取扱事務は、去年と同じ取扱いでよいかお示しくださ
L、。

後見人設定された場合、障害基礎年金所得連名簿司原
シ所ス・口テ座ム名改義修照後会I立画、『面後』見に人収情録報され・受て給い権る者住の住民票住

簿変更前住所・所得状況届=成年後見人送付先住所で 録さ る住民票住所地
作成されている。今回のシステム改修案により、「後見人 の市区町村に、所得連名簿が送付されます。
情報・口座名義等記録照会』が創設され住民票住所の確
認が容易となる。システム改修後の所得連名簿出力市区
町について、変更が行われるのでしょうか。

実施時期について、前倒しも」検討いただきたい。 システム改修完了までに準備期聞を要するため、平成25
年9月の実施でご了解ください。

(事務処理概要への追記についての意見 2) 成年後見人事務の相談先は、本部業務管理部業務調整
成年後見人については、法的な問題が絡む案件のため、 グループとなります。
新システム導入後、処理手続きに関係する相談を行う場
合、その相談先は本部のどこの部署になるのか、明記を
お願いしたい。

11 
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【~t海道ブロック本部】

項番

2 

意見に対する回答〔ブロック本部別〕

意見

の届書保管の具体的な取扱いを示してほしい。
3 

(別添2)

回答



cn 
qコ

【東北ブロック本部】

項番 意見

事務移管の見直しに伴い、本人からの居所登録の申し出にも対応で
きるシステムの構築を願います。
被災地では、行政の指導により、住民票は動かさずに仮設住宅に住

んでいる方が多く、郵便局への転送届で対応されている方、住民票は

異動せず原簿上の住所を変更されている方等、る様ζ宍と泊い、らます。町村をま
たがっての仮設への入居をされている方もL 、介護保険料
等の特別徴収を確実に行うためには、対応できるシステムや一定の
ルール付けが必要です。

障害年金の受給者について、本人の住所ではなく、合家に族はへ登の録通は知当を
希望される場合があるが、後見人等の資格がない場
然できません。

2 
特に、二十歳前障害の所得連名簿の際などは、所得状況届が未提

出となり、年金支給が保留となることが多く、家族への通知を別管理す
ること等で煩雑な対応をせざるを得ない場合があり、家族からの申し
出で登録がおこなえるシステムや一定のルール付けが欲しいです。

2 

， 

回答

居務また所処、理者シをにス整つテ理いムてし上まもはす、届別。書途コ住ー民ド票r8住98所1の収録を行う」とができるよう事

」を使用し、住民票住所の入力を行
います。

居所者についても、別途住民票住所の収録を行う」とができるよう事
務処理を整理します。
ご意見のケースは居所者ではありませんが、お客様サービス向上の
観点から、通知書等送付先=居所とみなしたご対応をお願いします。



ロ3
Eコ

【南関東フロック本部】

項番 意見

指示・依頼 3 関連事項について
DV被害者にかかる住民票住所についても登録が可能とあるが、入力
コードはr898jで良いのか。また、 r898jで良いのであれば、処理名が
後見人関連の事務処理のみできるものと誤解してしまう可能性がある
ので処理名を変更していただきたい

指示・依頼 3 関連事項について
DV被害者にかかる進遣事務に変更はないとあるが、本年9月以降に
ついては、事務所等において、 DV被害者の住所登録などを行い、そ

2 
の後進達するということなのか。
DV被害者に対する事務処理については、慎重な対応を必要とするこ
とから、新たな事務処理フロー図等を示していただきたい。

全体
新規裁定請求書入力時に登録できるシステムとしていただきたい。
現行の事務処理としては、新規請求人力の際、支払保留r4j入力にて

3 対応しているが、システム改修後も711入力時に同入時入力ができるよう
には読み取れない。証番がたつてから841，899等 カするのであれ
ぽ、締日によっては初回の支払いに影響が出てしまうと思われる。

全体
システム改修後事務処理として支払機関・口座名義変更時の証書の

4 取扱いについて明確にしていただきたい。(証書を添付させる必要が
あるのか等)

全体

5 
全国の事務処理が統一されるわかりやすいマニュアルの作成を希望
します。

3 

回答

入力コ ドは、 r898jとなります。
また、入力画面での処理名は「後見人情報・住民票住所登録処理Jと
なります。 r898jでI立、受給権者の住民票住所の登録(契機は、後見
人心V被害者凶居所者)に加え、後見人情報の収録も可能であること
から、この処理名とします。

所DV・被事害務者センのタ住ー民で票の住事所務登処録理l立内、現行通り本部で行います。年金事務
容に変更はないため、事務処理フ

ローも現行通りとなります。

年金請求書とは}.lIH=変更申出書がとし提て出取さりれ扱るうたこめとと、シしまスすテム。上も新
規裁定処理とは別に諸変更処理
新規裁定処理とその後の諸変更処理は、同一サイクル内で完了する
ょう業務スケジュールを確認の上、入力願います。同一サイクル内で
処理が完了すれば、年金支払に影響は出ないため、支払保留r4jの
入力lま不要です。

システム改修後は、受給権者原簿のカナ氏名欄を使用することなく、
別途、口座名義の登録が可能となりますので、年金証書の写しの添付
Iま不要となります(年金証書の再交付申請時に、カナ氏名を戻す作業
が不要となるため)。

マーユアル改訂時に、事務処理内容を明確に記載します。



【南関東ブロック本部】

項番 意見 回答

別添1-4-(2)受給権者原簿画面1=ついて 受給権者原簿ので構成、シよス、テ後ム見改人修情を報行のう有こと無とをな表t不するわめに必要か
システム改修後の画面表示について、住所欄のr*Jのみで後見人情報 つ最小限の範囲 りました。文字の色表
(登録)の有無を判断することとなるが、氏名および住所に後見人情報 示も経費的に困難であるため、住所欄のr*J表示をもって後見人情

6 が表示されていない場合に見落としてしまう可能性があるため、氏名 報を確認いただくことでご了解願います。
や住所の色を変更するなどの機能を追加してほしい(後見人情報があ
る場合、該当氏名や住所の文字表示が膏字になる等)

別添1-4ベ2)処理内容について 改定記録画面1=変更履歴は収録されません。
通常の住所変更や更新停止処理と同様に、改定記録画面に変更履歴 変更履歴は、「後見人情報・受給権者の住民票住所関口座名義照会画
が収録されると解釈してよろしいか(変更履歴や処理した諜所が確認 面』で表示される仕様となっており、同画面で入力課所も表示されま

7 できないと、以前の経過を確認しなければならないような場合に支障 す。

があるため)

0> 

別添1-4-(2)入力謀所について 機構の組織規程では、受付を年金事務所で、審査・入力を事務セン
システム改修後の入力課所が「年金事務所等」となっているのは、各 ターで行うこととなっているため、入力は原則事務センターで行うことと

8 県の状況により事務所でも事務センターでも良いということでしょうか。 なります。
(県内の取扱いを統ーしたいと考えているため)

別添4 新様式について 印鑑省略ができない旨は、変更申出書の記入例で記載しております
印鑑省略ができない旨記載していただきたい が、押印漏れ防止のために、変更申出書にも記載することを検討いた

9 
送付先住所欄と、住民票住所欄が並んでいるため、誤記入しやすいと します。
思われるため、通知書等送付先を後見人等氏名欄の下IこE置するな 住所欄については、入力項目順に配置していますので、お示ししたレ
ど、レイアウトを変更していただきたい イアウトとなります。

4 



ol 
1¥) 

【中部ブロック本部】

項番 意見

指示依頼の3関連事項1=1まシステム改修を行うことにより、居所登録
者及びDV被害者にかかる住民票住所についても登録が可能となりま
す。とあるが成年後見人等からの申し出以外の事務処理手順が示さ
れていないので、記載するべき。

居所登録者については、住民票住所の確認を行ったよで登録を行い
ます。となっているが、特別徴収されている人が居所登録を希望する

2 場合は住民票の確認は不要とする。

5 

回答

居所者については、別途住民票住所の収録を行う』とができるよう事
務処理を整理します。事務処理手順については、 lllJ途お示しします。
また、 DV被害者にかかる住民票住所登録I立、システム改修後も本部
において行うことから、進達事務に変更はありません。

居所者については、別途住民票住所の収録を行う」とができるよう事
務処理を整理します。住民票住所の確認方法も含め、事務処理手順
については、別途お示しします。



c) 
c.> 

【近畿フロック本部】

項番 意見

住民基本台帳による住所の更E理新が停想止定処さ理れについて、システム改修後
は「届書コード898Jによる処が想 ているにもかかわらず、フ
ロー図では届書895号の提出を求めているように見えるため、事務取
扱を明確にお示しください。また、取扱の変更によりお客様に対する説
明や提出書類の案内を変更する可能性があるため、早期にマニユア
ル(案)・取扱要領(案)をお示しください。

現状として成年後見人の取扱いに関する事務所から事務センタ へ
の問い合わせが多く、処理を行う機会が少ない事務所にとっては、現

2 行のマニュアルや取扱要領が解りにくいものであると思われます。 的
確なお客様対応のため、より解りやすいマニュアル・取扱要領の作成
をお願いします。

項番1及び項番2について、居所登録者やDV被害者についても同様に
お示しください。

3 

未支給年金などの給付における後見人あて通t扱知い及でびよ管い理口座への支
払について、システム改修後も従来通りの取 か明確にお示

4 しください。また、事務所入力になる場合には、早急にマニュアル
(案)関取扱要領(案)をお示しください。

管理口座名義や別送先住所の登録Lついては文字数が多くなるた
め、「届書コード899Jの入力可能範囲について、十分な文字数の確

5 保をお願いします。

6 

回答

システム改修後も届書895号の提出は必要であり、入力処理に使用す
る届書コードがr898JIこ変更となります。
改訂後のマ二ュアル等I土、平成25年8月にお示しする予定です。

改訂後のマーユアルに、事務処理内容を明確に記載します。

居所者については、別途住民票住所の収録を行う』とができるよう事
務処理を整理します。事務処理手順については、別途お示しします。
また、 DV被害者にかかる住民票住所登録l立、システム改修後も本部
において行うことから、進達事務に変更はありません。

来支給年金の支払1::かかる事務取扱I立、現行通りで変更はありませ
ん。添付書類と併せて、未支給年金請求書を本部へ進達してください。

口座名義は、半角力ナで50文字まで入力可能です(振込データの表示
は、 25文字固まで)。
別送先住所I土、住所変更処理(届書コード841)で入力するため、文字
数は現行通り46文字までとなります。



【近畿ブロック本部】

項番

向。
l
回
品

l

意見 回答

6 

7 

9 

10 

7 
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01 

【中国ブロック本部】

項番 意見

P2の3(2)、P4(2)について、今後届書895号の処理は不要になるとい
うことで良いでしょうか。不要となる場合I士、今まで後見人等の理由で
住所の更新停止をしていた方は、自動的に解除になりますか。又は解
除申出の勧奨を送付するのでしょうか。

P26の複数の年金受給者について、 つが本人名義しかできないゅう
ちょ銀行で、他方が後見人名義の金融機関である場合も振込不可で

2 しようか。また、振込不能となった場合の再振込の流れは通常の振込
不能と同じでしょうか。

後見人名義の口座を899号で登録処理する際、年金太郎成年後見

3 
人年金花子，力のでよきうまに名義が3つ以上に分かれている場合l土、それに
あわせて入 すでしょうか。それとも受給権者氏名と同様に2つ
にしか分けられませんでしょうか。

届書の保存期限について、通常の住所・金融機関届と同じ1年保存で
しようか。それとも受給権者以外に振り込むため永年保存等長期に保

4 
存すべきでしょうか。また、後から書類を確認する場合もあるかと思い
ますが、改定画面等でどこで処理をしたかわかりますでしょうか。

後見人設定された場合、障害基礎年金所得連名簿=。原簿変更前住
所同所得状況届司成年後見人送付先住所で作成されている。今回の

5 
システム改修案により、「後見人情報・口座名義等記録照会」が創設さ
れ住民票住所の確認が容易となる。システム改修後の所得連名簿出
力市区町について、変更が行われるのでしょうか。

B 

回答

システム改修後も届書895号の提出は必要であり、入力処理に使用す
る届書コードがr898Jに変更となります。
通知書等送付先を後見人住所から受給権者住所へ戻す時は、その旨
の変更申出書と併せて眉書895号(更新停止解除の申出)の提出を受
けることで、届書コード898により解除処理を行うことになります。
自動的に解除になることはないため、勧奨送付も行いません。

口座名義は、現行同様 種類での取扱となります。
振込不能となった場合の再振込の流れは、通常の振込不能と同じで
す。

3つ以上に分かれていても、それにあわせて入力可能です。
〆

変更申出書、眉書895号ともに保管期限Iま1年とし、同時に提出された
両届書は合わせて編綴の上、保管してください。
また、処理履歴は改定記録画面では表示されない仕様となっていま
す。処理履歴は、新設される「後見人情報・受給権者の住民票住所・
口座名義照会画面」で確認することができます。

シ照ス会テ画ム面改」に修収後録I立さ、れ「後て見い人る情住報民・受給権者の住民票住所・口座名義
会 票住所地の市区町村に、所得連名

簿が送付されます。
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【中国ブロック本部】

項番 意見

実施時期について、前倒しもご検討いただきたい。

6 

各届書の保存年限・分類を明記する』と。

7 

今回の取り扱いについては、意見はありませんが、成年後見人等が指
定されていない方でも住所と郵便物の送付先を別(例えば、家族、親

8 
族等で監護されている方)に希望される方があります。そうした方々の
対応についても検討をお願いします。

9 

回答

システム改修完了までに準備期間を要するため、平成25年9月の実施
でご了解ください。

変更申出書、届書895号とも1::保管期限lま1年とし、同時に提出された
両届書は合わせて編綴の上、保管してください。

居所者についても、別途住民票住所の収録を行う』とができるよう事
務処理を整理します。
ご意見のケースは居所者ではありませんが、お客様サービス向上の
観点から、通知書等送付先=居所とみなしたご対応をお願いします。
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【四国フロック本部】

項番 意見

すでに機構本部においてデータ管理中の被成年後見人等の受給権者
についても、システム改修後の平成25年9月からの照写になるのでしょ
うか。

各拠点に事務が移管されることに伴い、マニュアル等の配布を予定さ
れていると思われますが、統一的な事務処理体制の確保は、担保され

2 
ているのでしょうか。
レアケースも含め、対処方法・対応方法について、マニュアルへの記
載をお願いします。

支払機関・送付先変更が伴わず、成年後見人等の登録(届出書コ ド
898)のみも可能と解釈してよろしいでしょうか。その場合、成年後見人
等の登録のみ届出書の作成をお願いできないでしょうか。また、成年
後見人等の連絡先について、住所の登録もできないでしょうか。
成年後見人等の登録がされていれば、相談マニュアル(来訪編)での
相談対応で記載されているように、受給者原簿で成年後見人等である
ことが確認できる場合は「登録証明書Jまたは『裁判所の審判書の写し

3 
+確定証明書』の提示の必要がないため、窓口での相談対応に入りや
すく、また、電話での問い合わせの対応範囲が広がると思われます。

10 

回答

システム改修前約2か月の聞に処理された者を除き、平成25年9月か
らの照写となります。当該約2か月間の処理者については、システム改
修後最初の諸変更処理締切固までに照写する予定です。
なお、後見人等氏名と連絡先(電話番号)は、現行システム上、データ
管理を行っていないため、平成25年9月以降も照写はされません。

平成25年8月を目途1=、改訂後のマーユアルをお示しする』とで、事務
処理肉容を周知する予定です。

受取機関・送付先変更を伴わない後見人等の収録のみを行う』とも可
能です。この場合においても、後見人等から変更申出書(同様式)及び
証明書類(r登記事項証明書」または「審判書の謄本(写し可l+確定
証明書J)の提出が必要となります。
また、後見人等の連絡先は、必須情報として電話番号を収録します。
住所I土、通知書等送付先を後見人住所へ変更する場合のみ必要な情
報であるため、必須情報としての収録はできません。
なお、後見人等情報を収録できる者は、成年後見人・保佐人・補助人・
任意後見人・未成年後見人・不在者財産管理人に限られます。
システム改修後は、受給権者原簿の住所欄にr*J表示があり、かつ、
後見人情報・受給権者の住民票住所周口座名義照会画面に収録され
ている後見人等氏名と相談申出者である後見人等の氏名が一致する
場合に限り、後見人等であることの証明書類(r登記事項証明書」また
は「審判書の謄本(写し可l+確定証明書J)の提示Iま不要とします。
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【四国ブロック本部】

項番 意見

システム改修後の「後見人情報岡受給権者の住民票住所・口座名義照
会画面」に支払機関・送付先変更が伴わず後見人情報が登録された

4 場合、「受給権者原簿記録回答票Jfこ後見人登録表示がされると解釈
してよろしいでしょうか。

システム改修後の「後見人情報圃受給権者の住民票住所・口座名義照

5 会画面」で登録自の表示ほされるのでしょうか。

処理サイクルについては、業務スケジュ ルの諸変更締切サイクルと

6 
問機でしょうか。

金融機関(ゅうちょ銀行含む)によって、口座名義の表記方法が違う

7 
ケースがあり、窓口でお客様とトラブルになるケースがあるため、年金
コードの種類によって口座名義を指定できるようにできないでしょうか。

変更後の受取機関(届出書コ ー入ド8く9だ9)さのい『)④」と口記座載名し義て(l力ナ)Jの表記
を「④口座名義(カタカナでご記 まどうでしょう

B か。お客様が漢字で記入されることが大半のため、後でフリガナをうつ
てもらっています。

受給者原簿届に成出年に後見人等の登録をされている場合、支払機関・送

9 
付先変更の I土、「後見人等であることを証明するいずれかの書
類」の添付がなくてもよろしいでしょうか。

11 

回答

項番3のとおりです。

「更新年月日」・「取消年月日」が表示されます。

業務スケジュ ルの諸変更締切サイクルと同様です。

変更後の口座名義は、基礎年金番号ごとにする収録する仕様となって
いるため、年金コードごとに指定することはできません。

ご指摘のとおり、表記を「④口座名義(カタカナで」記入ください)Jへ変
更します。

不適格により後見人等を解任されるケ スもあり、変更申出書提出時
点で後見人等に選任されている事実の確認が必要となるため、証明
書類の添付は省略できません。
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【九州フロック本部】

項番 意見

(事務処理概要への追記についての意見 1) 
変更後の『成年後見人等からの変更申出書」は通常の「受給権者住
所・支払機関変更届」と同様の入力処理手順となります。処理主体を
「年金事務所等』と表現されていますが、業務処理マニュアル年金給
付編に照らして、受付主体を年金事務所で、審査入力主体を事務セン
ターで処理する旨を訂正のうえ明記をお願いしたい。

(事務処理概要への追記についての意見 2)

成年後見人については、法的な問題が絡む案件のため、新システム
2 導入後;処理手続きに関係する相談を行う場合、その相談先は本部

のどこの部暑になるのか、明記をお願いしたい。

(事務処理概要への追記についての意見 3)
r6よくある質問JI二、「後見人等を届け出たあとに、受給権者ご本人
(委任を含む)が届出をすることの可否」について明記をお願いしたい。

3 

(事務処理概要への追記についての意見 4)

年金給付の届出ができる後見人等の種類に表記されている成年後見
人・保佐人・補助人・任意後見人，未成年後見人・財産管理人と思われ

4 ますが、これら以外の任意後見受任者でのフリガナ変更されている場
合がありましたが、その場合、何か取扱いl己主意することがあれば事
例として明記をお願いしたい。

12 

回答

機構の組織規程では、受付を年金事務所で、審査M入力を事務セン
ターで行うこととなっているため、入力I立原則事務センターで行うことと
なります。

成年後見人事務の相談先は、本部業務管理部業務調整グループとな
ります。

後見人等が選任されている聞に受給権者本人が行った法律行為は、
取り消し得る行為となります。よって、受給権者本人から届出があった
場合は、後見人等に連絡をとった上で、後見人等が解任されていない
状態であれば、後見人等からの再提出を促してください。
後見人等が選任され、財産管理に関する代理権が付与されている間
は、受給権者の署名だけでは申出ができず、後見人等の署名・柿印が
必要となります。
上記内容については、改訂後のマニュアルに記載します。

任意後見受任者は、受給権者本人に代わって財産管理ができる人に
該当しません。任意後見監督人が選任され、任意後見人となった段階
ではじめて届出ができます。
取扱に注意する事例については、整理した上でマニュアル改訂時に別
途お示しします。
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【九州フロック本部】

項番 意見

(事務処理概要への追記についての意見 5)
指示岡依頼の28ページの変更申出書に添付する添付書類についてで
すが「審判書の謄本(写し可)J (※審判確定書は無効です)とあります
が、年金相談マニュアル(来訪編)の28ページで吋:棺談時の確認書類
として『審判書(写しも可)+確定証明書』とあります。提出時では確定
証明書は不要(無効書類)として、他方、相談時には確定証明書も必

5 要というのは両者に阻臨があり、内容的に統一しないと窓口トラブルに
つながる恐れがあるのではないでしょうか。マニュアルの阻踏の明確
化と、事務処理概要の文言の整理をお願いしたい。

(事務所受付時の確認について)
事務所の受付のほとんどが添付書類、記入事項、押印等不備の状態
でセンターに送付され、センターからの返戻が多く発生しています。年

6 
金事務所での内容点検の徹底が必要と思われ(リーフレット等を事前
確認の参考とすれば返戻防止できると思われます)。
特に、支払機関・口座名義変更届書については、不備が多いと思われ
ます。事務所受付時の適切な対応の周知が必要と思います。

(その他周回同システム上の件)
受給者原簿記録の住所変更をした場合、基礎番(020届書等)画面の

7 住所とリンクするようにシステムの改修をしていただきたい。(被保険
者は除()

13 

回答

変更申出書に森付する証明書類について、現在「審判書の謄本(写し
可)Jとしているところを、「審判書の謄本(写し可)及び審判の確定証
明書JIこ訂正します。マニュアル改訂時にお示ししますので、当面lま現
行通り取り扱ってください。
後見人等選任の審判は、後見人等が審判書謄本を受け取ってから2
週間の聞に即時抗告(異議)の申立てがない場合に確定します。後見
人等は、審判が確定してはじめて受給権者に代わり財産管理を行うこ
とができる権限を有するため、証明書類は、審判書の謄本(写し可)に
加え、審判の確定証明書も必要となります。
なお、審判が確定した後に登記が行われることから、登記事項証明書
I主、単独で証明書類となります(現行通り)。

添付書類、記入事項等については、業務処理マーユアルで確認をお願
いします。
事務移管に伴う改訂後の業務処理マニュアルは、別途お示しします。

現行通り、受給権者(被保険者である場合を除()の場合I立、基020画
苗にリンクする仕様となっています。



所得状況届(連名簿)等の処理スケジュール

12月

て、，、，
」 ‘ ←、，、，

---ーーーー-ーーーーー』
一--一、、

f 等様変更による援留ー 、‘
L、 停;J.I:(11}J分ー〉 ノ
、一'
司、ーーーー戸ー---

"月

三
【等級変更による援組ー停止1

r 一仁二三>塑2F胴着

戸一-<宣}

iZii重i
;ま喜i
: 1車;
l絡
噌 Fーー-<

所得による停止

等催夜更による増額

所得状況眉宋鑓出番差止 』

その他指変更 ノ

10月旦亙

所得状況届(診断
書)審査

8周7月6月

!所持状況届帯が末提出|

!の場合.畳給権者晶て!
i 届出の勧奨を行う
L_ーーーーーー一一一一一ー』

回

/
L
j一

所
骨
状
虫
届
(
ハ
ガ
キ
・
書
断
書
)
等

6
月
末
目
曹
珪

機構本部

事務センター

市区町村

年金事務所ー、d

-ー

所得於況扇〈ハカキ)(診
断寄付〉他必要書頭を市

区町村へ提出

受給権者



2目金融機関の新設 E 合併・眉舗名称変更等について

【年金給付部給付企画グループ】

O 【情報提供】金融機関の脂舗名称変更等

(平成25年5月1日 給付情 2013-41)・・・・.. 7 3 

金融機関の庖舗名称変更等(平成25年6月14日支払から変更)について、

お知らせしたものです。

O 【情報提供】金融機関の庖舗名称変更等

(平成 25年6月3日 給付情 2013-56). .・・・・ 81 

金融機関の底舗名称変更等(平成 25年7月12日支払から変更)について、お知ら

せしたものです。

O 【指示・依頼】届書の「預金種別」の確認徹底及び同一支払期分が4回目の振込不能

となった者への対応

(平成25年6月19日 給付指 2013-79)・・・ 85

※振込不能となった場合の再振込は、最短でもおおむね半月程かかり

ます。金融機関の統廃合に伴う変更やお客様のご都合による変更など

契機は様々ですが、変更届の受付時の審査・確認(金融機関コード・

支庖コード・預金種別・口座番号)及び入力結果の確認の徹底をお願

いします。
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文書区分

高重董冒 要墾盲 惹目

平成 25年 5月 1日

給付情 2013-41 

金融機関の庖舗名称変更等(情報提供)

本部 ブロツウ本部 事務セン聖一 年金事務所

宛先
富

係部関 理部管 器部 徴部適

年厚 厚年

年国 年給 記録 突合
適量 適量

課徴収 i 
年課固 課E録a 

章喜G G 

全 厚年 G G G G 義 厚年
車提供先

労会社士 会健官 機器保J ‘ 

書

O O O O O O O O O O O O O O O i旦 ザ

本部関係部

厚生年金保険部、国民年金部、基幹システム開発部、業務管理部、支払部、障害年金業務部、業務渉外部

旦並ニ藍量
金融機関の庖舗名称変更等についてご連絡します。

一ポイント(内容)

1. 平成25年 6月 14日支払からの変更となります。

2 変更となる金融機関・庖舗名につきましては、別紙を参照願います。

-73-
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【別紙】

銀行等

l日 新
実施時期(年月日)

コード|金融機関名称 コードl庖舗名称 コード i金融機関名称 コードi庖舗名称

0剛!中京銀行
fM 

101 謙三鍋プラザ出張所 b 制 j中京銀行 100 本庖営業部 平成25年3月25日

引 85 鹿児島銀行 451 吉田代理庖 b 附!鹿児島銀行 450 蒲生 平成25年3月25日

問 i鹿児島銀行 061 花棚出張所 b 川鹿児島銀行 061 けだな 平成25年4月1日

1蜘!南郷信用金庫 ml北; b 1蜘|南郷信用金庫 002 串間 平成25年3月25日

1蜘 i南郷信用金庫 003 本城 b 1蜘|南郷信用金庫 002 串間 平成25年3月25日

1552 岡崎信用金庫 154崎信用金庫

本〉予ン

098 イオン岡崎出張所 b ∞1 本宿営業部 平成25年4月1日

1552 岡椅信用金庫 050 佐久島出張所 [> 154崎信用金庫 023 一色 平成25年4月1日

問|東邦銀行 200 郡山 b 0126 東邦銀行 200 郡山首業部 平成25年4月1日

0問 i八千代銀行 059 厚木出張所 p 。如|八千代銀行
059 117厚ツキ木. 

平成25年4月1日

0175 四国銀行 204 春野 b 204 春野代理脂 平成25年4月1日

0585L崎銀行 160 長崎駅前 b 100 本庖営業部 平成25年4月1日

110 銅座町 b 口町 i長崎銀行 100 本庖営業部 平成25年4月1日

叩!スル蜘 722 静岡上土 b 722 東静岡 平成25年4月12日
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【別紙]

農協等

18 新
実施時期(年月日)

コード i金融機関名称 コードiI苫舗名称 コード i金融機関名称 コードi庖舗名称

8457 i愛媛たいき農協 附 i愛媛たいき農協
009 ii=新ィャ谷支所

008 柳沢出張所 b 平成25年3月25日

附 i愛媛たいき農協 8457 蹴いき農協062 豊茂出張所 b 063 大和支所 平成25年3月25日

特斗 波伊勢崎農協 4叫波伊勢崎農協005 もろ b 005 中央 平成25年3月25日

002 久米支所 b 002 徳山東 平成25年3月25日

!州ハマ
山 j周南農協020 櫛浜支所 b 002 徳山東 平成25年3月25日

3145 北石狩農協 J悶 平成25年3月25日|004 浜益支所 b 

4296 Iかしまなだ農協 4捌;ほこた農協 刷!本庖001 本唐 b 平成25年4月1日

刈吋なだ農協 b 4別 lu農協 平成25年4月1日

4捌!かしまなだ農協 4296 ほこた農協00'6 大洋 b 006 大洋 平成25年4月1日

6631 I桑名農協 6側 i三重北農協001 城南 b 071 城南 平成25年4月1日

002 桑部 b 072 桑部 平成25年4月1日

川=重北農協003 久米 b 073 久米 平成25年4月1日

制 i桑名農協 日附!三重北農協004 七和 b 074 七和 平成25年4月1日

6悶|桑名農協 側 i三重北農協005 在良 b 075 在良 平成25年4月1日

問桑名農協 66ふ重北農協006 桑名 [> 平成25年4月1日

007 播磨 b 077 播磨 平成25年4月1日

附 i三重北農協008 深谷 [> 078 深谷 平成25年4月1日

8附|三重北農協010 木曽師 b 079 木曽岬 平成25年4月1日

6叩 i桑名農協 自帥 i三重北農協011 多度 b 080 多度 平成25年4月1日

6刷 i桑名農協 100iz B帥 j三重北農協b 076 桑名 平成25年4月1日

6633 三重長島農協 001 伊曾島支所 b 082 伊曾島 平成25年4月1日

E
U
 ヲ'



[~rJ紙】

農協等

l日 新
実施時期(年月日)

コード!金融機関名称 コードi庖舗名称 コード i金融機関名称 当ードi庖舗名称

100 本所 b 川三時協 081 長島 平成25年4月1日

6636 みえいなベ農協 001iL  b 66A重北農協 083 梅戸井 平成25年4月1日

附 iみえいなベ農協 問;三重北農協

イシゲレ

003 石樽 b 平成25年4月1日

制!みえいなベ農協 006 白瀬 b 問;三重北農協 085 白瀬 | 平成25年4月1日

6帥 iみえ山農協 008 中里 1> 086 中里 平成25年4月1日

6636 みえいなベ農協 010 治田 b 6附 i三重北農協 087 治国 平成25年4月1日

附 jみえいなベ農協 011 阿下喜 b 6附!三重北農協 088 阿下喜 平成25年4月1日

附 iみえいなベ農協 012 十社 b 問 i三重北農協 089 i+社 平成25年4月1日

6636 iJ.，iU ，tĴ農協 014 山郷 b 6附 i三重北農協 090 山郷 平成25年4月1日

川みえ山農協 016 笠田 b 自帥|三重北農協 091 笠田 平成25年4月1日

川みえ郎農協 !大018 泉 b 6附!三時協 092 大泉 平成25年4月1日

附 iみえいなベ農協 020 三和 b 6帥 i三重北農協
093 11ザ三ンワ和

平成25年4月1日

附iJ.jU，tĴ農協 m!神L b 6附 i三重北農協 制 i神L 平成25年4月1日

6636 みえいなベ農協 100 本商 b 日脚 i三重北農協 084 右樽 平成25年4月1日

関 49I三重四日市農協 001 三重 b 6649 三重北農協 刷 i三重 平成25年4月1日

6ん重四日市農協 002 大矢知 p 自帥 i三重北農協 002 大矢知 平成25年4月1日

川三重 四 日 市 農協 日03 八郷 b 自帥 i三重北農協 003 八郷 平成25年4月1日

6附 i三重四日市農協 制 i下iF b 6附 i三重北農協 制 ;:iF 平成25年4月1日

6帥!三重四日市農協 005 海蔵 b 6附 i三重北農協 005 海蔵 平成25年4月1日

ぷ 三重四日市農協 006 羽津 b 6帥!三時協 006 羽津 平成25年4月1日

側!三重四日市農協 007 朝明 1> 川三重北農協 007 朝明 平成25年4月1日
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【 ~IJ紙】

農協等

l目 新
実施時期(年月日)

コード i金融機関名称 コードi1苫舗名称 コード l金融機関名称、 コード!I吉舗名称

附!三重四日市農協 日脚;三重北農協008 川島 b 008 川島 平成25年4月1日

6附 i三重町市農協 問 i三重北農協009 神前 b 009 神前 平成25年4月1日

附;三重四日市農協 6仰 i三重北農協日10 桜 b 010 桜 平成25年4月1日

6649 三重四日市農協 6附!三重北農協011 県 b 平成25年4月1日

間 i三重四日市農協 012 保有 b 012 保々 平成25年4月1日

6帥 j三重四時 協 6附!三重北農協 mlZ回013 河原田 b 平成25年4月1日

6附|三重四日市農協 日開 i三重北農協014 小山田 b 014 小山田 平成25年4月1日

|自帥 j三重四日市農協 6帥!三重北農協015 水沢 b 015 水沢 平成25年4月1日

6帥|三重四日市農協 6帥 j三重北農協016 四郷 b 。16 四郷 平成25年4月1日

刈三重四日市農協 自附 i三重北農協017 内部 b 017 内部 平成25年4月1日

日開;三重四日市農協 018 日永 b 018 日永 平成25年4月1日

附 i三重四日市農協
020 Iト常キワ磐 b 川三重北農協 020iL 平成25年4月1日

附 i三重四日市農協 6649 三重北農協022 尾平 b 平成25年4月1日

B帥 i三重四日市農協 附;三重北農協026 川越 b 026 1111越 平成25年4月1日

川三重四日市農協 川三重北農協027 朝日 b 027 朝日 平成25年4月1日

6649 三重四日市農協 6附 i三重北農協028 菰野 b 028 菰野 平成25年4月1日

6附 j三重四日市農協 問;三重北農協029 描川原 b 029 鵜川原 平成25年4月1日

間 i三重四日市農協 030 千;重 川三重北農協b 030 千種 平成25年4月1日

66作重四日市農協 031 竹永 b 031 竹永 平成25年4月1日

6ん重四日市農協 66ん童北農協032 朝上 b 032 朝上 平成25年4月1日

6附|三重四日市農協
033 キ北~~楠1 

b 6附 i三重北農協 問 lit;; 平成25年4月1日
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[jjll紙】

農協等

IB 事R
実施時期(年月日)

コード!金融機関名称 コード!I苫舗名称 コード i金融機関名称 コードi唐舗名称

6649 三重四日市農協 034 南楠 b 6附|三重北農協 034 南楠 平成25年4月1日

自帥 j三重四日市農協

iシオハマ
035 塩浜 b 山三重北農協 035 塩浜 平成25年4月1日

側 i三重四日市農協 1∞ 本 庖 b 6帥 j三重北農協 100 本唐 平成25年4月1日

9184 都城農協 013 祝吉支所 b 9184 都城農協 013 祝吉 平成25年4月1日

川都城農協 014 沖水支所 b 川都城農協 014 沖水 平成25年4月1日 | 

144 田原 1> 7913 呉農協 144 音戸酉 平成25年4月1日 | 

8371 香岬 100 本所 b 8332 香川県農協 801 大野原 平成25年4月1日

8刊|香川豊南農協 101 大野原支所 b Bmi香川県農協 801 大野原 平成25年4月1日

8刊 」岬 102 紀伊支所 b 川香川県農協 802 紀伊 平成25年4月1日

8刊|香崎農協 1031萩問 b 川開農協 803 萩原 平成25年4月1日

8刊与JII豊南農協 104 五郷支所 1> 8332 香川県農協 804 五郷 平成25年4月1日

8371 香)11豊南農協 105 和田支所 1> 8332 香川県農協 805 和田 平成25年4月1日

8727 福岡みやこ農協 002 畏峡支所 b m|福岡京築農協
102 iif畏力・峡オ

平成25年4月1日

8727 福岡みやこ農協 003 中京支所 b 103 中京 平成25年4月1日

8727 福岡みやこ農協

;卵子ユウオウ

005 行橋中央支所 b 間;福岡京築農協 105 行橋中央 平成25年4月1日

8727 福岡みやこ農協 008 行橋南支所 b 8730 福岡京築農協 108 行橋南 平成25年4月1日

自727 福岡みやこ農協 010 本所 b 8730 福岡京築農協 110 西宮市 平成25年4月1日

87271福岡みやこ農協 011 苅田支所 b 8730 福岡京築農協 111 苅田 平成25年4月1日

8727 福岡みやこ農協 021 豊津支所 b B74岡京築農協 121 豊津 平成25年4月1日

87271福岡みやこ農協 031 犀川支所 仁〉 131 犀川 平成25年4月1日

8727 福岡みやこ農協 033 伊良原支所 p 川福岡京築農協 133 伊良原 平成25年4月1日
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【別紙】

農協等

l目 華R
実施時期(年月日)

コード i金融機関名称 コード11吉舗名称 コード|金融機関名称 コードi1苫舗名称

8727 福岡みやこ農協 041 勝山支所 b 8730 福岡京築農協 141 勝山 平成25年4月1日

sm!福岡豊築農協 001 築城支所 b Bm!福岡京築農協 001 築城 平成25年4月1日

間;福岡豊築農協 002 下城井支所 b 8730 福岡京築農協 002 下城井 平成25年4月1日

003 上城井支所 [> 福岡京築農協 003 上城井 平成25年4月1日

004 椎田支所 b 8730 福岡京築農協 004 椎田 平成25年4月1日

009 西部支所 b m i福岡京築農協 009 豊前西部 平成25年4月1日

8730 福岡豊築農協 012 中央支所 b 8730 福岡京築農協 012 豊前中央 平成25年4月1日

8730 福岡豊築農協 013 三毛門支所 b 問 i福岡京築農協 013 三毛門 平成25年4月1日

8730 福岡豊築農協 015 ナ南〉プ部支所 b ml福岡京築農協
015 iir豊セ前.ンナ南〉プ部

平成25年4月1日

8730.福岡豊築農姉 019 吉富支所 b 019 吉富 平成25年4月1日

川福岡豊築農協 021 築東支所 b 間;築よ 平成25年4月1日

8730 福岡豊築農協
023 ト唐ウハ原.ル支所

b mj福岡京築農協 023 唐原 平成25年4月1日

ml福岡豊築農協 10日本所 b 8730 福岡京築農協 100 本底 平成25年4月1日

47ふちぶ農協 091 両神 b 仰 Lちぶ農協 081 小鹿野 平成25年4月15日

58771みな穂農協 022 横山 b 5877 みな精農協 029 中央 平成25年4月15日

5877 みな穂農協 023 桐山 b 5877iみな穂農協 029 中央 平成25年4月15日

5877 みな溜農協 028 上原 仁〉 5877 みな穂農協 !中029 央 平成25年4月15日

5877 みな穂農協
029 i1=入zウ善セ.ン

b 5877 みな穂農協 j中029 央 平成25年4月15日

5877 みな穂農協 024 新屋 b 5バみな稽農協 024 南部 平成25年4月15日

5877 みな穂農協 025 小摺戸 b 5877 みな稿農協 024 南部 平成25年4月15日

5877 みな稿農協 J中 b 5自77 みな穂農協
024 i1f南ンプ部

平成25年4月15日
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【別紙】

農協等

|日 新
実施時期(年月日)

コード i金融機関名称 コードiJ苫舗名称 コード!金融機関名称 コードi庖舗名称

5877 みな積農協 031 舟見 b 5877 みな穂農協 024 南部 平成25年4月15日

5んな 精農 協 026 飯野 b 5877 みな穂農協 026 西部 平成25年4月15日

セイプ

5877 みな積農協 027 青木 [> 5877 みな穂農協 平成25年4月15日

4叫 i宇都宮農協 017 羽黒支所 b 叩;宇都宮農協 017 上河内支所 平成25年4月15日

018 絹島支所 b 川宇都宮農協 017 上河内支所 平成25年4月15日

3叩!山形農協 014 出羽 [> 3932 帥農協 017 天神 平成25年4月15日

3932 山形農協 015 明治 b 川山形農協 017 天神 平成25年4月15日

間;山形農協 017 大郷 b 3叫 i山形農協 017 天神 平成25年4月15日

6バ大井川農協 234 八楠 b 6377 大井川農協 233 大村 平成25年4月15日

引大阪中河内農協 007 亀井 b 7164 大阪中河内農協 013 久宝寺 平成25年4月15日

川利根沼田農協 007 白沢 b 川和l根沼田農協 010 東部 平成25年4月15日

4632 'l'IJ根沼田農協 010 川場 b 4632 利根沼田農協 010 東部 平成25年4月15日
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文書区分

言量 霊告 雪皿

平成 2 5 年 6 月 3 日

給付情 201 3 - 5 6 

金融機関の盾舗名称変更等(情報提供)

本部 ブロッウ本部 事務セン聖一 年金事務所

宛先
島

関係部 理部管 適徴部

厚年 厚年
国年 年給 記録 突合

適量 適量
徴謀収 襲富窒G G 

全 露年 申 q G G 語 厚年

器
J ‘ 

告

O O O O O O O O O O O O O O O O ザ

本部関係部

厚生年金保険部、国民年金部、基幹システム開発部、業務管理部、支払部、障害年金業務部、業務渉外部

旦且ニ豊量
金融機関の唐舗名称変更等についてご連絡します。

.ポイント(内容)

1 . 平成25年7月12日支払からの変更となります。

2. 変更となる金融機関・庖舗名につきましては、別紙を参照願います。

iE可秀雪!?瞥

-81-



[~IJ紙】

銀行等

l日 新
実施時期(年月日)

コード j金融機関名称 コード!1苫舗名称 コード!金融機関名称 コードi庖舗名称

0146 北国銀行 149 中橋 b 0146 北園銀行 113 金沢中央 平成25年5月20日

川スルガ銀行 658 富士市役所前出揮所 b 0150 スルガ銀行

?グヨシワう
655 富士吉原 平成25年4月22日

0162 南都銀行
ifイ川ラサ

705 けいはんなプラザ b 0162 南都銀行
fM7ラサ

705 けいほん#プラザ出祖所 平成25年5月13日

叩;南都銀行 115 平城西 1> 川南都銀行 115 平城西出張所 平成25年5月13日

0162 南都銀行
548 ヘ平ゲ群リキ北9 

b 548 平群北出張所 平成25年5月13日

0170 山口銀行 076 大畠 b 川山口銀行 192 柳井南 平成25年5月20日

川四国銀行 128 六泉寺出張所 b 川四国銀行 115 潮江南 平成問月22日 l

0185 I鹿児島銀行 701 石橋出張所 b 山|鹿児島銀行 700 大島 平成25年4月22日|

問 i酉時テイ銀行 284 対馬 b 叩 i西日本町銀行 010 本庖営業部 平成25年4月22日

0190 酉時叩行 440 松山 1> 叩;西日本シティ銀行 420 広島 平成25年4月22日

040 イオンFB b 川富山第一銀行 041 高岡 平成25年5月20日

0569 もみじ銀行 348 手械出張所 b 0蜘|帆じ銀行 828 福山東 平成25年4月22日

1捌 i桐生信用金庫

;Mラヒカシ
032 玉村東 b 1捌!桐生信用金庫

030 ii9玉7村ムラ
平成25年5月7日

川 福井信用金庫 014 幸町 b 1バ福井信用金庫 202 神明 平成25年5月13日

--------------0121 間行

庖舗新設

b 209 吉岡 平成25年6月17日

--------------1250 !jill玉懸信用金庫

信舗新設

b 122 川口朝日 平成25年5月27日
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【見IJ紙】

農協等

l目 幸R
実施時期(年月日)

コード i金融機関名称 コード11吉舗名称 コード i金融機関名称 コードH苫舗名称

5039 秋川農協 004 西秋留 b 5聞い11農協 001 本庖 平成25年5月13日

6012 白山農協 008 蔵山 b 003 つるぎ 平成25年5月13日

004 舘畑 b 003 つるぎ 平成25年5月13日

白川 i白山農協
003 ハ林ヤシ

b 川白山農協 003 つるぎ 平成25年5月13日

7四!わかやま農協
034 カ川ワ永ナカ.

b 7問!わかやま農協
035 カかワわナヘな.ベ

平成25年5月13日

刈わかやま農協 b 7532 わかやま農協 035 かわなベ 平成25年5月13日

002 秋津支所 p 001 中央支所 平成25年4月30日

7ml紀南農協 001 稲成支所 b 間!紀南農協 001 中央支所 平成25年4月30日

7576 紀南農協 003 守万口巴支所 b 001 中央支所 平成25年4月30日

自制 j三瀦町農協 003 犬塚支所 b 8制!三瀦町農協
010 ホ本ン所シヨ

平成25年4月30日

OO1 i!ニ西シ牟ム9田支所， 
b 010 本所 平成25年4月30日

自制!三瀦町農協 002 三瀦支所 b 8ω附66山瀦町農協 010 本所 平成25年4月30日

722 大浦支所 じ〉 8762 佐賀県農協 722 オ大オ浦ウラ出強所
1平成25年5月13日

8762 佐賀県農協 712 大町支所 b 8762 佐賀県農協 712 大町出張所 平成25年5月13日

m|佐賀県農協

|附ユウオウ

714 鹿島中央支所 b 8762 佐賀県農協 714 鹿島支所 平成25年5月13日

87斗賀県農協 716 浜町支所 b 714 鹿島支所 平成25年5月13日

8762 佐賀県農協 717 北鹿島支所 b 8762 佐賀県農協 714 鹿島支所 平成25年5月13日

m l佐賀県農協 719 古枝支所 b mi佐賀県農協 714 鹿島支所 平成25年5月13日

8762 佐賀県農協
i凶州ホリ

706 東川登支所 b mi佐賀県農協 706 川畳支所 平成25年5月13日

705 西川登支所 b 706 川畳支所 平成25年5月13日

713 江北支所 b 713 杵島支所 平成25年5月13日
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【 ~II紙】

農協等

18 新
実施時期(年月日)

コード i金融機関名称 コードiJ苫舗名称 コード i金融機関名称 コードI1苫舗名称

8762 佐賀県農協 724 久間支所 b 725 塩田支所 平成25年5月13日

ml佐賀県農協 723 五町田支所 b 725 塩田支所 平成25年5月13日

m l佐賀県農協 709 住吉支所 b 708 山内支所 平成25年5月13日

8762 佐賀県農協
704 119武守内ウチ支所

b 8762 佐賀県農協 704 武雄北支所 平成25年5月13日

8762 佐賀県農協 b 川佐賀県農協 704 武雄北支所 平成25年5月13日

8762 佐賀県農協 721 灼多良支所 b 87斗賀県農協 721 たら支所 平成25年5月13日

727 吉田支所 b 間|佐賀県農協 726 嬉野支所 平成25年5月13日

自制 iグリーン鹿児開 116 清見 p 9制|ゲリ刊児島農協 114 谷山 平成25年5月13日

川間 信 漁 連 160 釜石湾 b 山 i岩手県信漁連 160 釜石 平成問月13日

叩 i岩手県信漁連 180 釜石東部 b 9ι岩手県信漁連 平成25年5月13日

川宮城県漁協 640 七ヶ浜支所 b 自作城県漁協
;仙川

004 塩釜総合支所 平成25年5月13日
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文書区分

言喜 霊書 急緊

平成 25年 6月 19日

給付指 201 3 -79 

眉書の「預金種別」の確認徹底及び同一支払期分が4回目の振込不

能となった者への対応(指示・依頼)

本部 ブロッウ本部 事務セン告ー 年金事務所

相韻セ

部各

関係部 理部管 相給部 適徴部

年厚 年厚

給年 突dロ~ 
適量量適

徴収課 襲
語

話
健協会保

宛先 G G 固年 記録
相政室

‘ J 

全 総号 き厚 襲 庫年
告 会

G G G G 
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ロ3
01 

0同一支払期分の振込不能時における再振込処理の涜れ

1回目 2固目 3回目

口座番号情報の置毘 口座番号情報叩薗認 口座番号情報由誼冨

【5llJ添1】

入力処理

進望書

4 

4回目

口座番号情報の暗躍



[別添21
0年金事務所・事務センターにおける対応

お客様から再振込に必要な届書等が年金事務所等に届出された場合、下表のとおり、対

応をお願いします。

※ 届書等の受付・審査の際、届書等に不備がある場合

氏
名
( 

カ
ナ
) 

以外

の
訂
正

氏
名
( 

カ
ナ
) 

の
訂
正

窓口端末より受給権者原簿等を確認の上、必要な書類及び確認事項をお伝えいただ

き、本部に提出をご案内願います。必要に応じて、本部(全国一括業務部門各部)に

お問い合わせください。

対象者別の対応
変更項目

年金受給者本人 未支給請求者

-金融機関名

-支!苫名 .r支払機関変更Jの入力処理 0照会票(年金振込についての回

-預貯金種別 ※ 入力処理により自動的に 答) [別紙1]の進達

-口座番号 支払保留が解除されるた ※様式第 127号-2 [そ

め、進達不要です。 の他用1は添付不要です。

※ 照会票の余白に r7 0 1 J 

と朱書きしています。

-金融機関の氏名(カナ) or再振込についての回答票」【別 or再振込についての回答票J[別

紙21の進達 紙21の進達

様式第 127号 2 [その 様式第 127号一~ [その

飽昼Lの8.その他の欄に r7 飽且lの8目その他の欄に r7

o 1対象者、支払保留解除の o 1対象者、未支給追加支払

依頼jと朱書きの上、 [jjlj紙 の依頼Jと朱書きの上、 I別

21の回答票及び通帳のコピ 紙21の回答票及び通帳のコ

一(変更内容が確認できる箇 ピ~(変更内容が確認できる

所の写し)を添付してくださ 箇所の写し)を添付してくだ

し、ロ さい。

-オンライン収録の氏名 「氏名変更届Jの入力処理及び進

(カナ) 達

-入力処理

※ 変更後の年金証書は、年

金事務所等より発送願い

ます。

0進達

様式第127号 2 [その他

l.!l.Lの 8.その他に r70 1対

象者、支払保留解除の依頼j と

朱書きの上、入力処理後の氏名

変更届と添付書類のそれぞれの

写しを添付してください。
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0年金事務所・事務センターにおける事務処理の涜れ

本部

包11 入力処理
I I I (全国一括業務部門各部)

日本銀行

金融機関へ

※入力処理又は進達により再振込の
年金の振込明細データが作成され
ます。

年金事務所・事務センター

送付する届書等

※対象者の状況によって異なります。

O年金受給者本人の場合

'支払機関変更届
・『再振込についての回答票』【別紙2]
.氏名変更届

O未支給請求者の場合

・照会票(年金振込についての回答)【別紙1】

届害等に不備がある場合、必要な

書類等をお伝えの上、本部に提出を

ご案肉願います。

・記入漏れがないことの確認

通帳のコピーが添付されている場合、

届書等の記入肉容との突合等

(年金受給者本人分)

.支払機関変更届

・氏名変更届

※進達を要するものがありますので、以下を

参照ください。

(年金受給者本人分凶未支給請求者分)

O年金受給者本人の場合

・「再振込についての回答票」【別紙2]
M 氏名変更届と添付書類

0宋支給請求者の場合

・照会票(年金振込についての回答)【別紙1】

開「再振込についての回答票」【別紙2】

[jjlJ添3]

返送(返信用封筒使用)

返信用封筒を使用せず

年金事務所等に持参



[jjlJ紙1)
| 表面川

l¥ず金の振込についての照会 l軍 年金の振込についての目白巨主主
~I 苧凪 孟ド 月 国提出

年苔話金毘E定書金の番号年金コードI I:，，~sl 年 月 日

ロE名義(カナ} 企融，.，明コド'"応コード 預金穂別 預金口座の口座番号
掛 l 甲

1普通
金

2当匝畳

取 市4ア一一l)tJ.ーナ-ー 一ー一ーー 狸 汚 フリガ一ァ一一 一一一ー 一一ー一一ーー一一一一本庖
企Il! 支広

機 雄 イ雪組 幽頚子五

"・、 ーヲ，C<<+

の

目支払分の年金について、あなた様がご希望された

き
た

庖

所

所

で

し

支
本
支
込
で

振
ん

り
せ

い
ふ
ま
か

由理の「巳下品

μたf
u
 

ま『レた申官時間
一号

銀特

金庫

月年平成

口座番号

再振込の手読書をいたしま
すので、右早出に「年金の 剛 |関 r.'-~---------_.~ 一一一 1沼 運 3農協一一ー一一 ョ一一一 -ZZ| l 

吹町

|純一の酷J汁 I(げれかil~ I :DM，己 2-4fZ四 持 I
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11 1\ '~"，jl仁川 1 1-1 11 11工立二;1
梯 振込ができなかった理由

〈盟国の也明は、裏面をご覧ください)-ーー |フ Jガナー
ト壬一一ーーーで叶{ー守 一ーーー 一一 一一ーーーイ O来印欄は記入しないでください。

カナ氏名 L，~~_~_!\I 印 lo畳結権者(桔蛤請求者〕の ! 

日本年金機構 l T2?? ) ー "，. I品軍縮問黙?rλレ i 
0:>;-ーーーーーーーー寸

?U塑斗 : 一一一一寸
!(雪 1 r If融|1 年金の振込についての照会 酔 河 | ヨ 昨 ，一一一一「

0この照会は年生白胞がで拙かったことにより1聞説明認を行うものです。~ →11 日合 EF| j 
Oこの届出をご提出していただけなし喝も年金の右支払ができません血で、ご注意くださ山 は茸 E空|

。議長JJ品132T忠信t?:ZLLつい叩答は必要品りません。 I I I 国 語 いこ ti
Mfたな宋主給輔の手続吉については、柑何年金事務所等へご捌ください。 主斗 書
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7.口座が解約されているため
g 受取人がお亡くなりになられていると思われるため

1 そのイ也

[振込ができなかった理由1
i 該当医舗主君ため
3.該当口座なきため
札口座名義が相遺しているため
E 預金者都合のため
6.振込依頼人都合のため

[記入上白注意事項]
。受給権者保支稔箱求者)が自ら署名する場合には.受給権者(来支給請求者〕の押印は不要ですe

07')ガナはカタカナではっきりと記入してください。
0あなた措のプライハシーを保認するため、全て記入が終わりまし先ら.

同封の自陣じシーJレを裏;面(宛名菌でない面〕に貼ってください@
ー坤
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業ご不明な点が晶りましたら、ねんきん11イヤJレr0570-05ー 1165(1 P電話.P H S 

03-6700 -" 65)Jまたはお近くの年金事務所までお問い合わせください。
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電話・・-....-....

[sIJ紙 2)

平成・・年・月・・日

[70 1) 

- ・・・様
基礎年金番号・年金コード

再振込についての回答票

日本年金機構

・・部 年金のお支払いを行うため、下記をご記入いただき、年金受取口座の通帳の=ピー

とともに同封の返信用封筒にてご返送願います。

※ 通帳のコピーは、金融機関名、支庖名、預貯金種別、口座番号、口座名義人(カ

タカナ)が確認できる部分の附すをお願いいたします.
年金の再振込を行うためのご案内

平素から公的年金事業の運営について、こ1理解ご協力をいただき、誠にありがとう

0金融機関に届出されている年金受取口座について、口座名義人氏名(カナ)を

変更された場合

ございます。

平成・・年・月の年金のお支払いについて、お届出をいただいていた金金銀笠

・・支庄の口隅番号...号へ援込を行いましたが、 の事由

により、振り込むことができませんでした。

つきましては、お客様に年金をお支払U寸るため、同封の回答栗及び年金受取口座

の通帳のコピーが必要となりますので、ご碕I認のうえ、早nt..年・・月・・固まで

に同封の返信用封筒にでど;oc苦笑砕お踊品、申し上げ主す肉

本件にかかるお問い合わせは、下記までお明いいたします。

司以下にご悪名踊い主十四

叫
川
名
酎

山
川
氏
醐 )ー(

[例1年金太郎様(カナ氏名 ωヰンキンタロウ)にこの回答票の届出が必要な場合

司氏名(カナ)が相違する場合

登録先 日本年金機構 金融機関

氏名(カナ) ネンキン タロ日空 ネンキンタロオ
Iお問い合わせ先1
日本年金機構

・・部・・グループ担当・・
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振込不能となった場合の再振込の流れ(8月定期支払の例)

首変更入力

7月22日締切

支払計算処理

取り込み処理

すでに新L-~、担行等λカ済の場吉

最短でもおおむね半月程度
E抑制側卿棚糊W//O脚峨掛r#&<<.o仇峨槻醐蛸掛崩脚部WdOao.o.岬胸拙W#/d/A

日銀処理目
*8月27日

L竺9月初旬白寸

来最短の日付を表示しています。詳細は業務スケヲュールをご参照ください.



3. 総務部からのお知らせ 「掲示物(ポ対ー)の管理」

【総務部総務グループ】

O 【指示・依頼】掲示物(ポスター)の台帳管理

(平成 24年 11月14日 総務指 2012-32 経企指 2012-65)

本部から年金事務所等に掲示をお願いしている掲示物(ポスター)について、広報の

ポイントを明確にし、年金事務所等の美観を整えるため、掲示を「必須」とする限度枚

数を設定するとともに、新たなルールを定めて台帳管理を行うことしたとこをお伝えし

ているところです。

今回は、平成25年6月19日現在の『掲示物管理台帳』を参考までに掲載いたします。
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掲示物管理台帳(本部からの指示依頼分)

医亙Zヨ…掲示等期間を終了している掲示物。(平成25年6月19日現在)

'一一一ー"--・ーーー・

担当部署 掲示相者 掲示開抽年月 掲示轟7期限 指示・依頼

「日!
2010年1月4日 白、

お客揖へのお柏来10か条
2010年3月2自 日サ推指2010ー"2'

2010年4月23目 4ト月3四8日ザ推指;

2012年3月22日 市 22日ザ推情2012-10

20叩年6月3日 ザ推宿泊10ー田

サ-.:都ス推進
お拍車1， ;j") 

20叩年4!l23日 ，同ザ推括担:010-26
c-tt闘 i

2010年4月23日
3日ザ推指2010-崎、

一、
議 重í~，~陸茅即笠時引 ~ 「 ー司皇〆玩陵学14';;卒えι学t，; ， 

出ψS回代長

'oh州"生 命 "'-rv，-， fヲ

2013年5月3日 2013年9月20日 平属25年5月13日サ推指2013-27

完-. ...~ 

也 i 2010年4月23目
サ推指2010-45.

2010年4月23目

年金相臨部
却 10年4月回目

E 聞，"，"'"担問J合わせ先についてのお知らせ
2012年4月盟国 咽同a 年相情2012-56

2010年1月四日 軍週月曜日 『日刊日記対指2010-12

の増額(且積}グラフ
I ，L，UI~"同月 168 →月次 4月，.自 咽山

I 2010'1'1月四日 3か月毎 目目刊同記封指2010-12

|回世相月，.日 3か月毎 "~18日記封指2012-41

t説担ん善き活よんネネ安ッ手踊ト ~ 
-匁ι汐也〆v 、い一J ず一一一A句〆今占 句

ザ Y--:"，"戸 ちゐ

E封盟聾問部題
i月

|四11年同η ~1#;23年11 月 17日 11-108 

， .... 111- 、宮槍 刊行曲目同 58 2 羽田

r会哩 1/_"21 
1
2013年1月剖 F凪25~1月，.日事企指2013-4、 l

!胃その璃@: 
2012年11月21日 ""0;; 

11月21日 甲品，.<

信 2013年1月31日 月21自記対指2013-7、事企指2013-3

別紙1

平底25年6月四日現在

E年面月 1優r先π圃位五と掲支若 侵宜帯
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掲示物管理台帳(本部からの指示依頼分)

1--蓄量…掲示等期間を終了している掲示物。(平臨時6月19日現在)
※『優先Jr任窓』に限り年金事務所等の判断で掲示物のサイズゲウシを可能とする.その際、お客様からの『見やすさ』ぎ宥息する.

担当部署 | 掲示腕 |齢融制|掲輔了期限| 掲示・醐

国民年金部

別紙1

平成田年6月四日現在
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